
長
屋
王
家
の
米
支
給
関
係
木
簡

長
屋
王
家
木
簡
は
、
皇
族
の
宮
の
家
政
機
関
に
お
け
る
各
種
の
文
書

・
物
品

の
送
り
状
に
関
す
る
文
書
木
簡
、
米
支
給
伝
票

・
官
人
の
考
課
木
簡
や
画
指
の

木
簡
な
ど
個
人
名
を
記
す
も
の
な
ど
の
記
録
木
簡
、
荷
札

・
付
札
木
簡
、
そ
の

他
な
ど
、
家
政
運
営
に
使
用
さ
れ
た

「家
」
出
上
の
木
簡
の
史
料
群
で
あ
る
。

こ
の
史
料
群
を
分
析
し
て
、
特
に
三
位
相
当
の
Ｉ
系
統
と
二
品
相
当
の
Ⅱ
系
統

の
家
政
機
関
の
本
主
を
め
ぐ
り
、
家
政
機
関
継
承
の
有
無
を
含
む
論
争
が
展
開

さ
れ
た
。
ま
た
宮
経
営
の
実
態
と
し
て
所
や
司
な
ど
の
様
々
な
部
署
組
織
の
存

在
が
明
確
と
な
り
、
経
済
面
と
し
て
、
封
戸
や
御
田

・
御
薗

・
氷
室
な
ど
の
所

領
か
ら
の
物
資
供
給
や
、
西
店
な
ど
の
交
易
の
実
態
、
そ
し
て
家
に
お
け
る
僧

尼
の
存
在
や
写
経
事
業
な
ど
宗
教
関
係
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
の
長
屋
王
家
木
簡
の
分
類
は
様
々
な
角
度
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
木
簡
群
を

「家
」
出
土
の
木
簡
と
し
た
時
、
「家
」
作
成
木
簡
と

「家
」
と

は
第
三
者
関
係
に
あ
る
機
関
か
ら
の
来
簡
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う

勝

浦

令

子

ち

「家
」
作
成
木
簡
と
し
て
は
、
邸
宅
内
家
政
機
関
作
成

・
邸
宅
内
部
署
作
成

や
邸
宅
外
家
政
機
関
作
成

。
邸
宅
外
諸
部
署
作
成
で
の
違
い
を
考
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
ま
た
通
用
範
囲
や
移
動
範
囲
と
し
て
邸
宅
内
限
定
か
邸
宅
外
か
な
ど

を
考
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

「家
」
作
成
木
簡
を
家
政
機

関
発
給
の

「家
」
の
文
書
と
の
関
係
で
も
比
較
し
な
が
ら
、
「家
」
作
成
木

簡

。
文
書
の
特
色
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
特
に

「家
」
作
成
文
書
木
簡

・

記
録
木
簡
と

「家
」
作
成
の
紙
の
文
書

・
帳
簿
と
の
関
係
を
想
定
し
な
が
ら
、

伝
票
や
帳
簿
木
簡
の
機
能
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の

点
を
考
慮
し
な
が
ら
、
「米
支
給
伝
票
」
と
さ
れ
る
木
簡
群
の
分
析
を
通
じ
て
、

長
屋
王
家
木
簡
の
特
徴
の

一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一
　

「
米
支
給
伝
票
」

所
謂

「米
支
給
伝
票
」
は
長
屋
王
家
木
簡
の

「家
」
作
成
木
簡
の
中
で
、
量

的
に
最
も
多
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、
特
に
邸
宅
内
の
日
常
構

成
員
や
部
署
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の

「米
支
給
伝
票
」
に

イよ

じ

め

に
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つ
い
て
は
、
す
で
に
渡
辺
晃
宏
氏
の
基
礎
的
な
研
究
が
あ
術
∝
渡
辺
氏
は
こ
れ

を

「食
料
支
給
伝
票
木
簡
」
と
し
、

（Ａ
）被
支
給
者
＋
（Ｂ
）支
給
品
目
・
量
目
＋
（Ｃ
）受
取
人
十
（Ｄ
）支
給
日
付
十
（Ｅ
）支
出
責
任
者

の
形
式
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
家
政
機
関
内
の
限
ら
れ
た
範
囲
で
作
成
さ
れ
た

木
簡
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

（Ａ
）
被
支
給
者
と

（Ｃ
）
受
取
人
と
に

一
定
の
対
応
関
係
が
あ
る
と
し
、
被
支
給
者
の
側
か
ら
受
取
人
が
米
を
受
取
り

に
来
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
ま
た
支
給
日
付
の
検
討
か
ら
そ
の
大
半
が
霊
亀

二
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
さ
ら
に
支
給
責
任
者
の
う
ち
、
家

令

・
書
吏

・
小
書
吏
な
ど
や
、
家
政
機
関
四
等
官
に
準
ず
る
地
位
の
可
能
性
が

あ
る
石
角
の
署
名
の
あ
の
も
の
は
、
ほ
ぼ
全
期
間
に
み
ら
れ
る
の
対
し
、
支
出

責
任
者
の
大
半
の
少
子
ク
ラ
ス
の
場
合
は
、　
一
定
期
間
ご
と
に
交
替
し
た
可
能

性
を
示
さ
れ
た
。
ま
た
記
載
様
式
や
飯
と
米
な
ど
の
用
語
の
差
に
注
目
さ
れ
、

記
載
者
の
個
性
に
よ
っ
て
記
載
様
式
が
違
う
と
し
た
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
木
簡

一
』
全

九
九
五
年
）
の
解
説
で
は
、

米
支
給
伝
票
の
記
載
内
容
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。

職
名
・
人
名
、
人
数
、
米
の
量
、
「受
」
■
人
名
、
日
付
、
人
名

（十
家
政
機
関
職
名
）

職
名

。
人
名
は
米
の
支
給
を
受
け
る
者
、
「受
」
十
人
名
は
米
を
受
取
り
被

支
給
者
ま
で
運
ぶ
者
、
最
後
の
人
名
は
米
支
給
の
担
当
者
と
し
、
月
単
位
に
交

替
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
木
簡
は
邸
宅
内
で
の
米
の
授
受
に
関
す
る
木
簡

で
あ
り
、
毎
日

一
件
毎
の
米
支
給
を

一
点
ず
つ
の
木
簡
に
記
録
し
、
米
の
支
給

は
日
毎
に
各
部
署
や
各
人
の
も
と
に
逗
ば
れ
た
と
す
る
。
ま
た
こ
の
木
簡
に
孔

を
あ
け
て
組
で
く
く
っ
て
保
管
し
、
月
末
な
ど
の
区
切
り
の
際
に
、
こ
の
綴
じ

ら
れ
て
い
た
Ⅲ
類
木
簡
を
集
計
に
利
用
し
た
と
す
る
。

そ
し
て
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
左
京
二
条
二
坊

。
三
条
二
坊
発

掘
調
査
報
告
』
盆

九
九
五
年
。
以
下

『正
報
告
書
け

で
は
基
本
型
を
次
の
よ
う

に
整
理
し
て
い
る
。

宛
先
十
物
品
名

・
数
量
十

「受
」
（＝
授
）
来
＋
月
日
＋
人
名

（出
納
責
任
者
力
）

こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
「米
支
給
伝
票
」
の
特
徴
と
機
能
に
関
す
る
大

筋
の
理
解
は
得
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
書
式
に
類
似
す
る
木
簡

を
、
す
べ
て

「米
支
給
伝
票
」
と
だ
け
単
純
化
し
て
考
え
て
よ
い
も
の
な
の
か

な
ど
、
細
部
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
こ
と
も
多
く
あ
る
。
ま
た
長
屋
王
家
以
外

の
二
条
大
路
木
簡
や
平
城
宮
出
土
木
簡
な
ど
、
米
支
給
に
関
す
る
木
簡
と
の
比

較
検
討
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
集
計
や
帳
簿
作
成
に
つ
い
て
、
写
経
司
が
家
政

機
関
の
皇
后
宮
職
に
提
出
し
た

「月
食
帳
」
や
、
写
経
所
が
作
成
し
造
東
大
寺

司
に
提
出
し
た

「食
口
案
」
な
ど
、
正
倉
院
文
書
に
残
る
帳
簿
類
と
比
較
検
討

す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て

「米
支
給
伝
票
」
を
再
検
討
し
な

が
ら
、
長
屋
王
家
に
お
け
る
米
支
給
の
事
務
処
理
法
の
特
徴
を
考
察
し
た
い
。

こ
こ
で
幾
つ
か
の
基
礎
的
な
問
題
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず

「米
支
給

伝
票
」
と
は
何
か
と
、
そ
の
作
成
や
廃
棄
の
主
体
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ

の
点
に
関
し
て
次
の
説
が
あ
、る
。

ま
ず
渡
辺
晃
宏
氏
は
食
料
支
給
担
当
部
局
に
残
さ
れ
た
食
料
支
給
の
控
え
と

し
て
い
る
。
寺
崎
保
広
氏
は
飯
米
支
給
担
当
官
が
書
き
残
し
た
支
給
伝
票
で
最



終
的
に
長
屋
王
家
令
所
に
移
動
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
鶴
見
泰
寿
氏
は
木
簡
を

作
成
し
た
務
所
に
残
さ
れ
た
食
料
支
給
の
控
え
で
、
木
簡
を
作
成

。
廃
棄
し
た

（３
）

場
を
、
共
に
務
所
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も

「米
支
給
伝
票
」
は
、
食
料
を
支

給
し
た
側
が
作
成
し
残
し
た
控
え
で
あ
る
と
の
説
で

一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し

食
料
と
い
っ
て
も
、
こ
の
書
式
の
木
簡
は
基
本
的
に
は
米
と
塩
を
中
心
と
し
て

い
る
。
こ
の
他
に
海
藻
が
み
え
る
。

〔
史
料
１
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
塩
支
給
伝
票

・
佐
波
分
白
塩

一
斗
　
受
日
下
部

・

十
七
日
別
津
嶋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

□
□
　
　
　
　
　
　
　
（Ｎｏ∞）・苧
ω
９
Φ　
２．
‐
２２
‐
血

「米
支
給
伝
票
」
が
保
管
さ
れ
た
場
は
食
料
支
給
の
事
務
を
統
括
す
る
場

（お
そ
ら
く
務
所
）
で
あ
り
、
食
料
支
給
帳
簿
作
成
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
そ

し
て
帳
簿
処
理
後
に

一
括
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
伝
票
を

支
給
控
え
と
し
て
だ
け
固
定
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
請
求

・
支
給
の
機
能
、

ま
た
集
計
の
機
能
な
ど
、
石
上
英

一
隔
す
杉
本

一
樹
噺
〆
論
じ
ら
れ
て
い
る
文

書
や
木
簡
の
多
機
能
や
機
能
変
化
論
と
の
関
係
で
捉
え
な
お
し
て
み
る
必
要
も

あ
る
。
つ
ま
り
木
簡
作
成
者
が
い
つ
ど
の
様
な
場
で
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持

た
せ
つ
つ
作
成
し
使
用
し
た
の
か
、
ま
た
こ
れ
に
類
似
す
る
書
式
の
木
簡
は
、

支
給
側
の
立
場
だ
け
で
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
含
め
て
、
改
め
て
分
析
す

る
必
要
が
あ
る
。

な
お

（Ｅ
）
は
、
論
者
に
よ
っ
て
支
給
担
当
者
と
支
給
責
任
者
な
ど
、
用
語

の
使
い
方
に
若
千
の
差
異
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
米
や
塩
の
支
給
を
統
括
す

る
責
任
を
持
つ
も
の
を
支
給
責
任
者
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
支
給
責
任
者
は
家

令
等
の
家
政
機
関
責
任
者
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
米
を
計
量

し
て
受
取
人
に
渡
し
た
り
、
木
簡
を
作
成
記
載
す
る
実
務
を
担
当
し
た
者
を
支

給
担
当
者
と
し
た
い
。
こ
の
支
給
担
当
者
は
家
令
等
が
担
当
す
る
場
合
も
あ
っ

た
が
、
多
く
は
帳
内
ク
ラ
ス
の
者
が
担
当
し
た
と
考
え
る
。

一
一　
請
求
と
支
給

の
関
係

１
　
請
求
と
支
給

長
屋
王
家
木
簡
以
外
の
二
条
大
路
木
簡

・
平
城
宮
木
簡

。
長
岡
京
木
簡
に
も
、

米
に
関
す
る
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
長
屋
王
家
の

「米
支
給
伝
票
」
と
類
似

す
る
書
式
を
も
つ
伝
票
は
二
条
大
路
木
簡
に
み
え
、
そ
の
代
表
例
と
し
て

〔
史

料
２
〕
が
あ
祈
¨

〔
史
料
２
〕
二
条
大
路
木
簡
の
米
支
給
伝
票
の
例

・
勝
廣
成
人
合

充
書
吏

・
廿
五
日
掃
守
乙
麻
呂
　
　
　
　
　
　
　
（ｏｍ）冬
）品

儲
Ｐ　
３．
‐
１５
‐
・４

し
か
し
長
屋
王
家
木
簡
以
外
で
は
、
こ
の

「米
支
給
伝
票
」
の
出
土
例
に
比

べ
て
、
圧
倒
的
に
米
請
求
の
文
書
木
簡
の
出
土
例
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

た
と
え
ば
長
岡
京
の
太
政
官
厨
家
の
木
簡

（長
岡
京
左
京
三
条
二
坊
入
町
Ｓ
Ｄ

一
三
〇

一
Ｂ
層
出
土
木
簡
）
で
は
請
求
側
が
請
飯
文
書
木
簡
を
提
出
し
、
米
の
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（８
）

出
納
者
は
こ
れ
を
利
用
し
て
整
理
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
３
〕
長
岡
京
の
太
政
官
厨
家
の
本
簡
の
代
表
例

（『長
岡
京
木
簡
圧
）

ａ
類

「請
十
支
給
対
象
者
十
飯

（食
）
十
数
量
十
日
付
十
署
名
」

ω
　
請
書
手
飯
四
升
十
月
三
日
軽
間
嶋
扮
　
　
　
　
　
　
　
１４
号
木
簡

②

　

考

所

飯

津

升

「
汁
」
月

コ

」
日
雅
万
呂
　

　

　

　

　

　

　

１０
号
木
簡

①

。
請
飯
津
升
書
生
料

・
　

　

　

　

十
月
十

「
五
」
日
安
都
笠
主
　
　
　
　
　
３４
号
木
簡

ｂ
類

「請
十
飯
十
数
量
十
日
付
十
署
名
」

⑪
　
主閑
飯
四
升
二
月
十
三
日
軽
間
嶋
扮
　
　
　
　
　
　
　
　
２３
号
木
簡

す
な
わ
ち
被
支
給
者
の
所
属
す
る
部
署
の
請
求
担
当
者
に
よ
る
請
飯
木
簡
が

支
給
先
に
残
り
、
逆
に
現
在
の
出
土
例
で
は
支
給
側
が
作
成
し
た
支
給
伝
票
の

類
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
。

請
求
文
書
を
使
っ
て
、
請
求

・
支
給
承
認

・
支
給
＝
受
取
の
事
務
処
理
が
行

わ
れ
る
例
は
紙
の
文
書
に
も
み
え
る
。
米
で
な
く
か
つ
家
政
機
関
と
は
第
三
者

関
係
に
あ
る
外
部
機
関
か
ら
の
例
で
は
あ
る
が
、
次
の
二
つ
の
文
書
に
注
目
し

て
み
た
い
。

ｏ

「内
侍
司
牒
」
（正
集
四
、
『大
日
本
古
文
書
』
二
十
四
）

内
侍
司
　
牒
主
薪
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「治
」

薪
壱
拾
束
　
　
「受
海
大
養
豊
嶋
」

右
物
進
奉
　
勅
如
件
故
牒天
平
八
年
七
月
廿
九
日
別
君
千
万

従
工
位
上
大
宅
朝
臣
諸
姉
　
　
従
八
位
上
志
我
条
女
槻
本
連
若
子

ｏ

「太
田
広
人
請
紙
注
文
」
（続
々
修
一一十
七
ノ
九
、
『大
日
本
古
文
圭塁
七
―
四

〓
一

加
工
張

請
紫
紙

一
百
五
張

（自
署
）

天
平
十

一
年
と

万

九
日

「
大

田
廣

人
」

翠
鳩
　
大
進
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
事
秦
下
麻
呂
」

（異
筆
）
「紙
受
使

物
部
倉
守
」

い
ず
れ
も
内
侍
司
ま
た
は
北
家
か
ら
皇
后
官
職
内
の

一
部
署
へ
物
品
を
請
求

し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
請
求
文
書

（
い
ず
れ
も
正
文
）
に
異
筆
で
受
取
人
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
内
侍
司
の
場
合
は

「治
」
の
字
が
、
北
家
の
例
は
支

給
側
の
皇
后
宮
職
大
進
の
判
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
来
は
請
求

機
能
を
も
っ
た
請
求
文
書
に
、
支
給
承
認
と
受
取
人
が
記
載
さ
れ
、
こ
れ
に
よ

っ
て
物
品
の
授
受
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
最
終
的
に
支
給
側
に
残
り
、

こ
れ
ら

一
連
の
請
求

。
支
給
を
証
明
す
る
機
能
を
も
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従

来
の
長
屋
王
邸
宅
内
に
お
け
る
米
支
給
に
関
す
る
研
究
で
は
、
支
給
先
で
支
給

者
側
が
作
成
し
た

「米
支
給
伝
票
」
の
存
在
だ
け
が
論
じ
ら
れ
る
だ
け
で
、
請

飯
木
簡
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
、
長
屋
王
家
で
は
こ
の
米

請
求
と
米
支
給
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
木
簡
で
処
理
し
て
い
た
の
か
を
考
え
た

い
。
な
お
長
屋
王
家
に
お
け
る

「米
支
給
伝
票
」
は
、
本
主
ク
ラ
ス
ヘ
の
進
上

米

・
使
用
人
等
へ
の
給
料
米

。
そ
の
他
の
用
途
米
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
こ

の
違
い
に
も
留
意
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

２
　
邸
宅
外
か
ら
の
請
求
と
支
給



ま
ず
左
京
の
邸
宅
外
か
ら
の
米
請
求
と
支
給
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。
本
主

ク
ラ
ス
ヘ
の
進
上
に
、
食
料
進
上
命
令
木
簡
が
出
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

〔
史
料
４
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
邸
宅
外
か
ら
の
米
な
ど
の
進
上
命
令
木
簡

ω

・
ｏ
大
命
以
符
牟
射
□
□
□
□
　
酒
人
口
回

。
ｏ
洗
退
給
米

一
鮮
塩
二
斗

五
月
二
日
少
書
克
国
足

家
令

］駕
・駕
・観
自
μ
　
２．
‐
０５
‐
０５

②

・
大
命
符
□
日
――
□
□
□
御
米
二
斜
急

・
莫
〔醜

蛇

　

　

　

廿

一
日
田

Ш

　

　

　

］
呼

ｏ

あ

寓
牌　

２７
‐

０４
１

０９

ｏ
移
　
司
所
　
米
元
故
急
々
進
上
又
滑
海
　
　
　
　
ｏ

ｏ
藻

一
駄
進
上
急
々

附
幸
男

十
五
日
家
令
家
扶
　
ｏ

中
毬

・
駕

・ヽ

自

μ
　

２．

‐

０７

‐

０６

い
ず
れ
も
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
か
ら
の
緊
急
の
進
上
命
令
で
あ
術
に
な
お
こ

れ
に
直
接
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
邸
宅
外
施
設
へ
充
て
た
米
支
給
伝
票

と
し
て
、
次
の
例
が
あ
る
。
こ
の
木
簡
も
そ
の
背
後
に
邸
宅
外
か
ら
の
請
求
に

関
す
る
木
簡
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

〔
史
料
５
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
邸
宅
外
充
支
給
伝
票

春
日
宮
□
進
御
米

一
斗

受
大
嶋

十
二
月
廿
八
日
家
令

∞
８

・
囀

・
∞
　

９

μ
　

２．

‐

１６

‐

・０

次
に
使
用
人
等
へ
の
給
料
米
も
、
邸
宅
外
の
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
や
邸
宅
外

部
署
か
ら
、
請
飯
文
書
木
簡
や
支
給
依
頼
の
文
書
木
簡
が
提
出
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず

〔
史
料
６
〕
の
よ
う
に
矢
口
司
か
ら
出
さ
れ
た
月
単

位
の
下
番
分
の
請
飯
文
書
木
簡
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
受
取
人
も
記

載
さ
れ
て
お
り
、
「矢
日
司
移
」
を
除
く
と
、
「米
支
給
伝
票
」
と
同
じ
記
載
内

容
を
含
む
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

〔
史
料
６
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
矢
口
司
月
単
位
下
番
分
の
請
求
文
書
木
簡

い

。
矢
口
司
移
桑
乳
母
三
斗
中
臣
乳
母

一
斗
五
升
ｏ

〔
小
ヵ
〕

・
受
□
佐
万
呂
九
月
下
番
分
伊
香
三
狩
　
　
　
ｏ

］
ａ

。
ｓ

，
∞

舘

Ｐ
　

２７

‐

０８

‐

・８

②

。
矢
口
司
移
多
々
女

一
斗
五
升
　
受
自
　
ｏ

・
九
月
下
春
分
伊
香
三
狩
　
　
　
　
　
　
ｏ
Ｓ
『・平
ω
自
解　
２７
‐
０８
‐
・９

①

・
殿
女

一
斗
五
升
　
　
自
十
月
〔♭
ヵ
〕

。
伊
香
三
狩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
μ伽］・『卜
馬

自
μ　
２７
‐
０８
‐
・７

次
の

〔
史
料
７
〕
は
月
単
位
も
し
く
は

一
定
日
数
分
の
米
と
塩
の
総
量
が
記

載
さ
れ
た
木
簡
で
あ
る
。

〔
史
料
７
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
月
単
位

。
日
教
単
位
食
料
請
求
木
簡

ω

・
□
作
処
遣
帳
内
三
口
五
月
分
食
米

一
斜
九
〔酔
叱
升

。
一
口
分

一
人
三
升
半

塩

一
斗

□
人
□
二
升
　
　
　
　
　
　
和
銅
六
年
五
月

一
日
刑
部
大
□

∞
式

・
∞
？

囀
　

自

Ｐ
　

２．

‐

２４

‐

０１

②

。
気
作
二
人
〔酢
叱
分
食
三
斗
四
升
塩

一
升
二
合
ｏ

「数
百
口
」

。

十

一
月
十
四
日
廣
足
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

時
餡

・
曽

・
∞

常

牌
　

２３

‐

０７

‐

０８

(3)



長屋王家の米支給関係木簡

⑬

・
日
――
【酪
酔
冗
升

別
日

一
升
半

塩

一
升
二
合

別
日

一
合

・
　
五
月
十
六
日
日
日
―十
日
回

命
釦『
）
・含
り
）
・り

儲
Ｐ
　

２３
‐

０７
‐

０８

⑪
は
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
か
ら
の
月
単
位
予
算
請
求
の
木
簡
で
あ
る
。
処

（ト
コ
ロ
）
に
遣
し
た
帳
内
三
日
の
五
月
分
で
、
計
算
す
る
と
米

一
石
九
斗
五

升
と
塩

一
斗
で
計
算
が
合
い
、
五
月

一
日
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
五
月
分
を
予
算

計
上
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
９
は
六
日
分
の
米
と
塩
の
総
量
を
記
載
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
支
給
集
計
か
、
請
求
分
か
は
や
や
判
断
が
難
し
い
。

日
下
の
署
名
の
広
足
は
、
Ⅱ
系
統
家
政
機
関
の
家
従
で
、
Ⅱ
系
統
家
政
機
関
か

ら
気
作
二
人
の
作
業
日
数
単
位
の
支
給
総
量
を
予
め
集
計
し
て
請
求
し
た
か
、

ま
た
は
丹
単
位
で
請
求
し
た
中
か
ら
実
質
的
に
支
給
し
た
分
を
報
告
し
た
も
の

で
あ
る
。
①
の
場
合
も
、
日
別
・
・
５
升
×
１２
日
Ｈ
ｌ８
升
、
塩
日
別
１
合
×
１２
日
Ｈ

・２
合
と
な
り
、　
一
人
分
と
す
れ
ば
十
二
日
分
の
集
計
に
な
る
。
た
だ
し
こ
れ
は

Ｉ

・
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
な
ど
を
判
断
す
る
材
料
が
な
い
。

な
お

一
定
日
数
分
の
請
求
に
対
し
て
は
、　
三
疋
日
数
分
の
支
給
伝
票
が
作
成

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
邸
宅
外
支
給
伝
票
の
例
は
み
え
な
い
が
、
後
掲

〔史

料
２．
〕
に
邸
宅
内
で
九
日
分
を
支
給
し
た
例
が
あ
る
。

こ
の
他
に

〔
史
料
８
〕
の
よ
う
に
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
か
ら
日
数
分
の
支
給

を
報
告
し
た
も
の
も
あ
る
。
「給
在
」
の

「在
」
は

「た
り
」
、
も
し
く
は

「け

り
」
と
考
え
ら
れ
、
婢
へ
の
支
給
を
行
っ
た
、
ま
た
は
支
給
し
て
い
る
こ
と
を

報
告
し
た
も
の
と
い
え
続
暗

〔
史
料
８
〕
邸
宅
外
Ⅱ
系
統
家
政
機
関
か
ら
の
日
数
分
支
給
報
告
木
簡

・ｏ人□婢
　翻姐
世政
距剣餓鮫赫在右
二人

・
ｏ
　
和
銅
五
年
三
月
四
日

午
時

家
令

｝
鵞

・
∞
？

∞
　

Ｐ

Ｐ
　

２．

‐

２２

‐

０５

次
の

〔
史
料
９
〕
ω
は
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
が
山
背
御
菌
関
係
の
使
用
人
ヘ

の
食
料
請
求
文
書
木
簡
を
発
給
し
た
も
の
で
あ
り
、　
一
方

〔史
料
９
〕
②
Ｏ
は

山
背
御
薗
か
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
菌
作
雇
人
へ
の
米
支
給
伝
票
で
あ
る
。

〔
史
料
９
〕
邸
宅
外
か
ら
の
請
求
文
書
木
簡
と
邸
宅
内
作
成
の
支
給
伝
票

⑪

・
移
　
山
背
御
薗
造
雇
人
汁
人
食
米
人
斗
塩
四
升
可
給
＝
＝蠅椰脚
臣
三狩充
。

・
剃
背
□
婢
女
子
米
万
呂
食
米

一
斗
五
升
＝

＝
和
銅
五
年
七
月
十
日
大
書
克

扶
　
。

卜
囀

・
認

・ヽ

常

Ｐ
　

２．

‐

０７

‐

・１

②

。
薗
作
雇
人
米

一
升
受
手
子
　
　
ｏ

・
　

四

月

二

日

　

石

角

　

　

　

　

ｏ
　

　

］
卜
ｏ
・
（
岸
∞
）
島

ｏ
雷

　

２．

‐

１０

‐

・２

電
Ｈ
ヵ
〕

０

。
薗
□
雇
人
米
二
升
寺
遣
雇
人

一
米

一

・
升

受
真
山

十
日

□

家
令
　
　
　
　
］早
雫
∞
鼠
岸　
２．
‐
Ｈ
‐
０．

〔
史
料
１０
〕
も
Ⅱ
系
統
の
家
政
機
関
が
物
部
麻
蘇
売
の
月
単
位
の
常
食
を
邸

宅
内
で
支
給
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
史
料
１０
〕
邸
宅
外
か
ら
邸
宅
内
月
単
位
支
給
依
頼
文
書
木
簡



・
ｏ
移
　
務
所
　
物
都
麻
蘇
売
七
月
常
食
裕
宮
宜
〔醗
ヵ
〕

。

扶
七
御
酷

□

　

　

　

∞Φ］宮

冨

午

ｏ７
乱

以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
邸
宅
外
の
Ⅱ
系
統
家
政
機
関
や
邸
宅
外
諸
部
署
か

ら
は
、
本
主
ク
ラ
ス

。
使
用
人
い
ず
れ
も
、
米
請
求
に
関
す
る
木
簡
が
提
出
さ

れ
た
場
合
が
あ
っ
た
。
受
取
人
を
指
定
し
た
米
支
給
伝
票
機
能
を
伴
っ
た
請
求

木
簡
も
提
出
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
使
用
人
の
場
合
は
、
月
単
位
の
予
算
が
組
ま

れ
、
実
質
的
な
食
口
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。　
一
方
で
奈
良
の
邸
宅
内
で
邸
宅
外

施
設
へ
の
米
支
給
伝
票
も
作
成
さ
れ
て
い
た
。

３
　
邸
宅
内
の
請
求
と
支
給

次
に
邸
宅
内
居
住
者
の
米
請
求
と
米
支
給
は
、
ど
の
よ
う
に
事
務
処
理
さ
れ

て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
邸
宅
内
で
も
請
飯
木
簡
が
存
在
し
た
の
か
、

ま
た
は
省
略
さ
れ
て
い
た
の
か
。
省
略
さ
れ
た
場
合
は
、
「米
支
給
伝
票
」
で

米
の
請
求

・
支
給
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
御
所

。
内
親
王
御
所

。
石
川
夫
人
な
ど
邸
宅
の
本
主
ク
ラ
ス
の
人
々
ヘ

の
進
上
に
つ
い
て
は
、
勅
旨

・
大
命
の
文
書
木
簡
に
よ
る
請
求
の
場
合
と
、
日

頭
伝
達
に
よ
る
請
求
を
受
け
て
処
理
さ
れ
た
場
合
の
両
方
が
考
え
ら
れ
る
。

〔
史
料
１１
〕
の
請
求
は
日
常
的
で
は
な
く
、
特
別
の
進
上
の
可
能
性
も
あ
る

が
、
勅
旨
に
よ
っ
て
、
石
川
夫
人
の
所
に
精
、
粟
の
進
上
を
命
令
し
た
木
簡
で

あ
る
。
石
川
夫
人
は
基
本
的
に
は
邸
宅
内
居
住
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ま
た

「内
」
も
基
本
的
に
は
邸
宅
内
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
史
料
１１
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
米
等
の
進
上
命
令
木
簡

・
勅
旨

石
川
夫
人

襦

阿
礼

栗

阿
礼

。
一
々
物
今
二
斗
進
　
内
東
人
　
　
　
　
　
］雫
鶴
あ

自
Ｐ　
２．
‐
１４
１
０８

こ
の
よ
う
に
請
求
木
簡

・
進
上
命
令
木
簡
が
出
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、

日
常
の
請
求
は
回
頭
請
求
で
済
ま
せ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
渡
辺
説
で
は
、
受
取
人
が
被
支
給
者
側
か
ら
派
遣
さ
れ
て
来
る
場
合
が
あ

っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
本
主
ク
ラ
ス
の
日

毎
の
米
進
上
に
は
請
飯
木
簡
を
作
成
せ
ず
に
、
受
取
人
が
口
頭
請
求
し
た
場
合

も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
使
用
人
へ
の
給
料
や
他
の
用
途
米
も
、
回
頭
伝
達

の
場
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
日
頭
伝
達
の
み
の
場
合
は
、　
一
つ
の
伝
票

で
請
求

・
支
給
を
処
理
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
木
簡
の
記
載
過

程
と
機
能
の
変
化
の

一
案
を
示
し
て
み
た
い
．

◎
口
頭
請
求
と
木
簡
の
作
成
過
程
と
機
能
の
変
化
案

ω
請
求
者
　
　
　
　
口
頭
請
求
↓
使
い

（受
取
人
）
派
遣

０
使
い

（受
取
人
）
支
給
担
当
者
に
請
求
者
と
請
求
量
を
口
頭
伝
達
　
↓
請
求

⑤
支
給
担
当
者
　
　
請
求
者
の
請
求
内
容
を
木
簡
に
記
載

本
主
等
へ
　

「進
米
」
記
載
例
多
し
　
　
　
　
　
↓
進
上
形
式

御
所
人
・
西
宮
人
・
司
人
へ
「給
米
」
記
載
あ
り
↓
支
給
形
式

他
の
使
用
人
や
部
署
等
へ
の
場
合

（後
述
）

受
取
人
名
を
記
載
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
受
取
人
指
定

い
支
給
担
当
者
　
　
支
給
承
認
と
し
て
日
付
と
担
当
者
・
責
任
者
の
署
名
を
す
る

↓
支
給
承
認
機
能

⑤
受
取
人
　
　
　
　
米
の
支
給
を
受
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
領
収
書
機
能
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⑥
支
給
責
任
者
　
　
伝
票
を
保
存
し
集
計
に
利
用
す
る
　
　
　
　
　
　
↓
支
給
控
え
機
能

ま
ず
、
請
求
者
が
口
頭
で
請
求
内
容
を

「使
い
」
、
す
な
わ
ち
受
取
人
に
伝

え
る
。
使
い
は
務
所
ま
た
は
米
倉
に
行
き
、
支
給
担
当
者
に
請
求
者
と
請
求
量

を
回
頭
で
伝
達
す
る
。
伝
票
の
米
の
量
は
同

一
被
支
給
者
で
あ
っ
て
も
、
日
毎

に
量
の
増
減
が
あ
る
。
こ
れ
は
請
求
者
側
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
、
支
給
者
が

定
量
を
湊
め
て
支
給
す
る
体
制
で
は
な
く
、
請
求
者
側
の
請
求
を
も
と
に
し
て

支
給
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
請
求
を
受
け
て
、
支
給
担
当
者
が
木
簡

を
作
成
す
る
。
ま
ず
請
求
内
容
を
記
載
す
る
。
し
か
し
木
簡
作
成
者
は
支
給
側

の
立
場
か
ら
、
た
と
え
ば
本
主
等
へ
は

「進
米
」
の
字
を
付
け
た
形
式
で
記
載

す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
御
所
人

。
西
宮
人

・
司
人
の
例
に

「給
米
」
と
記
載

す
る
例
が
多
く
、
こ
れ
は
支
給
形
式
で
記
載
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
他
の

使
用
人
や
部
署
あ
て
な
ど
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な

「給
米
」
の
字
を
付
け
る

例
は
殆
ど
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
、
も
う
少
し
厳
密
に
考
え
て
み

た
い
。
次
に
支
給
担
当
者
は
使
い
の
名
を
記
載
し
、
米
の
受
取
人
と
し
て
指
定

す
る
。
さ
ら
に
進
上
も
し
く
は
支
給
承
認
と
し
て
日
付
と
担
当
者
や
責
任
者
が

署
名
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
支
給
承
認
伝
票
の
機
能
を
も
た
せ
た
。
そ
し
て
こ
の

木
簡
を
も
っ
て
受
取
人
が
米
を
実
際
に
受
取
り
に
行
き
、
こ
の
時
に
こ
の
木
簡

を
提
出
す
る
と
、
こ
れ
が
米
の
領
収
を
証
明
す
る
機
能
を
持
ち
、
そ
の
後
、
支

給
責
任
者
が
こ
の

一
連
の
支
給
事
務
の
控
え
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
た
木
簡
を

務
所
に
保
存
し
集
計
に
利
用
し
た
。

こ
の
よ
う
に

「米
支
給
伝
票
」
の
多
く
は
、
前
述
し
た
正
倉
院
文
書
の
請
求

文
書
に
受
取
人
名
や
支
給
承
認
の
判
が
加
筆
さ
れ
、
最
終
的
に
支
給
控
え
文
書

と
な
っ
た
過
程
と
同
様
の
手
続
き
を
背
景
に
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
多

く
は
口
頭
請
求
に
よ
り
請
求
木
簡
が
な
い
た
め
、
支
給
担
当
者
が
基
本
的
に
支

給
伝
票
と
し
て
作
成
処
理
し
た
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
使
用
人
等
へ
の
給
料
米
に
関
す
る

「米
支
給
伝
票
」
の
中
で
も
、

司
や
所
、
ま
た
特
定
の
皇
子
の
官
に
編
成
さ
れ
た
部
署
や
、
小
子
と
し
て

一
括

さ
れ
た
場
合
な
ど
恒
常
的
な
構
成
員
へ
の
給
料
支
給
に
つ
い
て
は
、
二
条
大
路

木
簡
や
平
城
官
出
土
木
簡
の
請
飯
木
簡
に
類
似
す
る
内
容
項
目
を
も
つ
例
が
み

ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば

〔
史
料
１２
〕
の
二
条
大
路
木

簡
な
ど
で
は
、
請
飯
木
簡
に
は
、
部
署
名
を
記
載
し
、
そ
の
人
物
の
歴
名
を
記

し
、
さ
ら
に

「充
食
」
「常
食
充
」
な
ど
の
請
求
文
言
を
つ
け
る
も
の
が
多
い
。

〔
史
料
１２
〕
二
条
大
路
木
簡
の
請
米
文
書
木
簡
の
代
表
例

い

。
請
　
米
二
升

白
　
右
六
床
押
□

・
縁
数
充
判
嶋
村
　
十
二
月
六
日
　
　
　
（Ｐ∞♀
誤
ふ

Ｐ
ｏ　
３．
‐
１．
‐
・４

②

・【礫
祀
　
達
伽
上
万
呂
　
集
草
原
　

数搬
国

大
□
弟
虫

〔
倭
ヵ
〕

・
　

　

合
七
人
充
食

（左
側
面
）
　
　
　
ＰΦ伽・卜⇔・】

ＯＦ
　
２９
‐
・８
１
０１

０

。
新
家

大
原

石
部

右
人
常
食

・

給
請
申
　
天
平
人
七
月
廿
六
日
　
　
　
ＰΦＰ占
馬

ｏＦ
　
２９
‐
・８
１
０７

〔
年
脱
〕

〔
史
料
１３
〕
平
城
宮
内
出
土
請
飯
文
書
木
簡
の
代
表
例



内
裏
外
北
側
　
Ｓ
Ｋ
二
一
〇
一
土
壊

（『平
城
宮
木
簡
二
し

。
圭市
一飯
　
輔
鏃
〓
理
　
ぉ
欲
町
靴
献
仰圭弾
卯
件
口

・
　

　

　

　

十

一
月

七

日

安

曇

田

主

　

μ∞
Φ
・∞
］
嵐

３
Ｆ
　

一
九
四

一号

本
簡

長
屋
王
家
木
簡
の
中
に
、
「請
」
な
ど
請
求
文
言
が
な
い
点
を
の
ぞ
く
と
、

こ
れ
と
類
似
し
て
い
る
も
の
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。

〔
史
料
１４
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
部
署
関
係
の
米
支
給
に
関
す
る
代
表
例

い

。
工
司

は
内一
却
球
二
紺

右
米
三
升

人
月
十
四
日
豊
国

石
角
書
吏

工
司

は
内一
刊
球
三
紺

右
米
三
升
　
　
八
月
十
日
豊
国
　
ｏ

書
吏
　
　
ｏ

い獣
・誤
・卸
自
Ｐ
　
２７
‐
Ｈ
‐
・６

□
工
司
二
人
散
位
寮
三
人
帳
内
三
人
仕
丁

一
人
　
ｏ

右
九
人
飯
四
升
半

慢

一物
瑯
拌
琳
昭
井
門
口
□

　

。

呻３
・獣
・卜

Ｐ
Ｐ
　
２．
‐
２５
‐
０４

工
司
　
工
五
日
米
五
升
　
受
道
嶋
　
ｏ

□
月
十

一
日
書
吏
　
　
　
　
　
　
ｏ
解
い
。（］）
］
自
Ｐ　
２．
‐
２５
‐
０６

司
々
充
仕
丁

樺
朧
石
　
詠
呂

右
四
口
飯
七
升
半
十
九
日
垂
水
　
ｏ

家
末
呂
　
　
　
「昌
武
」

０

Ｎ
翼

・
］
守

∞
　

自

Ｐ
　

２．

‐

２２

‐

０３

仕
丁
二
日
米
二
升
受
牛
麻
呂
　
ｏ

人

月

廿

□

日

大

嶋

　

　

　

　

ｏ
　

　

Ｐ
『
卜
（

］
）
よ

儲

Ｐ
　

２．

‐

２２

‐

０４

小
子

並
斬
呂

畔
榊
朝
臣

雛
瓢
呂

牧
夫

首
万
呂

兄
上
―

一
田
人

国
嶋

　
弟
上
―

＝
随万船
許毘
　
。

右
十
六
日
米

一
斗
六
升
　
十

一
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

］
Ｎ

・
萬

・
］

日

μ
　

２３

‐

０９

‐

・０

熱鵜螂　鯵鵬脚嚇呂　醐鶴榊珈呂　嚇嘲蝶鶉田　ｏ

少
子
十
二
人
米
六
升

受
盾
男

八
月
十
七
日
　
田
主
　
　
。

い
漕

・
認

・
］

盆

μ
　

２３

‐

０９

‐

０９

侍
少
子

将
毘

許
鮒

翻
維
呂

醐
則

象
胤

一
郷
鞘
甥
隊
呂
　
右

十
四
口
飯
二
斗
八
升

受
石
見
　
一ハ
廿
月
レ
七
日

ぷ
『
。］μ・枷
８
ＰＰ　
２０
‐
１０
‐
ｏｌ

（平
城
京
６２
号
）

ｏ
下
〔酪
児
子

漑
牡

右
二
人
飯
四
升

ｏ

。
受
兄
上
　
十
月
十
七
日
大
□
　
　
ｏ

］
庶

・滋

・∞

自

Ｐ
　

２．

‐

２０

‐

０３

少
子
十
四
日
米
七
升
受
乙
上
　
ｏ

十

一
月
九
日

「稲
虫
書
吏
」
ｏ
　
　
　
Ｐ卜∞歳
馬

ｏ〓
　
２．
‐
２０
‐
０４

御
馬
司
帳
内

□
□
　
　
個
限
　
彿
躍
　
田
Ш
　
古
相
　
口
日
回

四
月
廿
八
日
国
人

乙
末
呂

稲
虫

□
□

ヽ
３

・謡

・∞

息

騨
　

２７

‐

・０

‐

０６

(4)

ｏ
　
ωふ
・ム
。い

自
Ｐ
　
２７
‐

Ｈ
‐

・５

l101llll
δ
ワ
れ
早
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l131l10l151
△
リ
ｈ
Ｖ

十
二
月
十
六
日

瓢
柳
帥
　
稲
虫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

卜３
・誤
・∞
自
ド
　
２．
‐
２５
‐
０１

山
形
皇
子
宮
帳
内
四
口
女
竪
九
回
右
十
□
口
ｏ

分
米

一
斗
三
升
□
月
廿
二
日
秦
□
□
　
　
　
ｏ

μ
鵠

・鰐

・∞

自

い
　

２５

‐

２７

‐

０３

山
方
王
子
進
穎
稲
米
二
升
受
余
ｏ

llD

女
　
七
日
若
麻
呂
　
　
　
　
　
ｏ
　
　
　
Ｐ辱
Ｎ］あ

Ｐ
μ　
２５
‐
２７
‐
０４

ま
ず
司
型
の
編
成
に
関
す
る
も
の
で
は
、
〔史
料
１４
〕
⑪
②
の
工
司
の
例
の

よ
う
に
、
司
名
を
記
し
、
歴
名
ま
た
は
構
成
員
の
内
訳
を
加
え
、
「右
○
回
○

○
升
」
と
人
数
と
米
の
総
数
を
記
入
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
と
く
に
い
の
は
受

取
人
記
載
の
な
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
所
単
位
、
ま
た

山
形
皇
子
宮
の
宮
単
位
や
小
子
・
仕
丁
単
位
で
処
理
し
た
も
の
に
多
い
。
勿
論

司

。
所

。
宮
単
位
や
小
子
・
仕
丁
単
位
へ
の
支
給
に
は
、
〔史
料
１４
〕
い
や
⑥

の
よ
う
に
、
典
型
的
な

「米
支
給
伝
票
」
型
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
渡
辺
氏
は
米
支
給
伝
票
の
多
様
性
を
、
記
載
者

の
個
性
と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
要
素
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
た
と
え
ば
ω
②
の
支
給
担
当
者
で
あ
る
豊
国
の
例
は
こ
の
他
に

〔
史
料

・５
〕
の
も
の
が
あ
る
。

〔
史
料
１５
〕
前
掲
以
外
で
豊
国
が
支
給
担
当
者
と
し
て
み
え
る
木
簡

⑪

・
御
所
進
米

一
升
半
　
九
月
五
日

ｏ

重
ユ
［
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

曽

？

篤

・∞
　

自

〕

２５

‐

２７

‐

０１

内
親
王
御
許
米
半
升
受
笛
入
女

ｏ

九
月
十
六
日
豊
国
　
　
　
　
　
ｏ

Ｐ
示

・
む

・
∞

Ｐ

Ｐ
　

２５

‐

２７

‐

０２

〔
受
ヵ
〕

太
若
翁
犬
米

一
升
□
□
□
九
月
十
日

豊
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Ｐ邑

歳
あ

自
ｏ　
２．
‐
１６
‐
０２

ｏ
大
春
日
朝
臣
米

一
升
帳
内
司

一
升
受
古
万
呂

ｏ
　
九
月
十
八
日
豊
国

］器
・解
・卜　
自
μ
　
２．
‐
２８
１
０３

ｏ
年
魚
酢
分
米
三
升
受
同

ｏ

豊
国
　
家
令

□
□
　
　
　
　
　
　
（μトト）・］⇔二

息
Φ　
２．
‐
１７
‐
Ｈ

政
人

一
日
米

一
升
半
川
瀬
万
呂
二
升
右
米
三

升
半
　
六
月
十
八
日

畿
如

　
　
　
　
　
や事
零
∞
Ｐ
μ
　
２．
‐
１９
‐
０８

(4)
〔史
料
１５
〕
の
う
ち
、
本
主
等
へ
の
進
上
型
の
ω
②
や
用
途
型
の
①
い
の
書
式

馬寮
趾剛朝
臣　　
□

田
射
呂
　
舗
椅
　
右
十
米
□

御
馬
司
信
濃

一
口
甲
斐

一
口
上
野
一

四
米
四
升
二
月
二
日

「穀
珈
酬
」

銭
盤
所

は
内一
印
酢
主
妍
　
劇
雄
一

〔
一
〕

ｅ
）
解
］
Ｐ
Φ　
”
１
ｌｏ
ｌ
ｏ７

百

右
ｏ

］
島

・諾

・卜

自

μ
　

２．

‐

２．

‐

０３

口
二
升
半
―

一口
四
升

　
―

Ｈ
右
五
人
米
九
升
半
受
龍
万
呂

ｏ



と
比
較
す
る
と
、
使
用
人
へ
の
給
料
で
あ
る
①
⑥
は
や
は
り
書
式
を
異
に
し
て

い
る
。
特
に
０
は

「右
米
」
と
い
う
集
計
量
を
記
載
し
、
さ
ら
に
書
克
ら
の
署

名
が
つ
い
て
お
り
、
受
取
人
の
記
載
も
な
い
点
で
、
〔
史
料
１４
〕
の
い
②
に
共

通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
豊
国
の
個
性
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
ず
、　
三
疋
の
部
署

に
編
成
さ
れ
た
使
用
人
の
場
合
は
、
部
署
用
の

一
定
の
書
式
に
な
ら
っ
た
記
載

方
法
を
と
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
受
取
人
を
記
載
し
な
い
例
の
代
表
と
し
て
、
仕
丁
の
場
合
は

〔
史
料

・４
〕
Ｄ
、
小
子
の
場
合
で
は
⑦
、
山
形
皇
子
宮
の
帳
内
や
女
竪
な
ど
の
場
合
は

ω
の
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
的
と
⑫
の
山
形
皇
子
関
係
の
木
簡
で
も
、
口
の

山
方
王
子
へ
の
進
土
木
簡
は
所
謂

「米
支
給
伝
票
」
の
特
徴
を
も

っ
て
い
る
が
、

い
の
方
は
日
別
の
使
用
人
へ
の
請
求
も
し
く
は
食
口
案
様
の
木
簡
と
い
え
る
。

す
な
わ
ち
⑦
や
⑭
の
例
は
、
通
常
の

「米
支
給
伝
票
」
と
い
う
よ
り
も
、
請
求

も
し
く
は
後
述
す
る
集
計
処
理
に
関
す
る
日
毎
の
帳
簿
に
類
似
す
る
よ
う
な
要

素
が
あ
る
。
特
に
０
や
０
の
よ
う
に
細
か
い
歴
名
を
記
入
し
た
も
の
は
、
日
頭

伝
達
を
受
け
て
支
給
し
た
時
に
木
簡
を
作
成
し
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
二
条
大

路
木
簡

〔
史
料
１２
〕
②
や
、
平
城
宮

〔史
料
１３
〕

一
九
四
三
号
木
簡
の
よ
う
な
、

予
め
請
求
側
が
作
成
し
た
請
求
木
簡
に
近
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た

〔
史
料
１４
〕
０
は
受
取
人
だ
け
で
は
な
く
日
下
の
署
名
も
な
い
。
こ
れ

も
請
求
明
細
ま
た
は
、
逆
に
支
給
伝
票
な
ど
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
日
別
の

小
子
の
食
米
の
集
計
伝
票
に
近
い
と
も
い
え
る
。
受
取
人
と
日
下
の
署
名
の
記

載
が
あ
る
け
や
①
の
場
合
も
、
た
と
え
ば
①
は
い
の
典
型
的
な

「米
支
給
伝

票
」
に
比
べ
て
、
①
に
は

「右
九
人
飯
四
升
半
」
の
記
載
が
あ
り
、
い
い
に
類

似
し
た
要
素
を
も
つ
。
前
掲

〔
史
料
６
〕
の
矢
口
司
か
ら
の
請
飯
木
簡
に
は
受

取
人
記
載
ず
み
の
も
の
が
存
在
し
た
よ
う
に
、
請
求
段
階
で
受
取
人
の
記
載
が

あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て

〔
史
料
１４
〕
の
中
に
異
筆
が
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。
①
の

「昌
武
」
は
武
昌
郡
の
よ
う
な
地
名
の
誤
記
の
可
能
性
が

あ
る
た
め
除
く
と
し
て
、
⑪
は
支
給
責
任
者
と
支
給
担
当
者
が
異
筆
で
あ
る
。

⑭
は
受
取
人
が
異
筆
で
あ
る
。
⑮
は
Ⅱ
系
統
家
扶
の
秦
稲
栗
で
支
給
責
任
者
が

異
筆
で
あ
る
。
「米
支
給
伝
票
」
の
中
で
異
筆
が
報
告
さ
れ
て
い
る
事
例
を
分

類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω
支
給
責
任
者
　
　
　
　
　
　
（「稲
栗
」
２．
‐
２５
‐
０１
）　
　
　
　
　
　
鎮
盤
所

ω
支
給
担
当
者
と
支
給
責
任
者
（「□
万
呂
／
書
克
」
２‐
‐
１９
‐
０９
）　
　
政
人

令
稲
虫
／
書
吏
」
２‐
‐
２０
‐
０４
）
　

　

少
子

３
稲
虫
／
書
吏
」
２‐
‐
２ュ
‐
０４
）
　
　
　
馬
司

０
支
給
担
当
者
　
　
　
　
　
　
（「道
万
呂
」
２‐
‐
１５
‐
０１
）
　

　

　

　

安
倍
大
刀
自
御
所

・

御
所

令
大
嶋
大
嶋
」
習
書
？
２‐
‐
１５
‐
０４
）
　

山
形
王
子

３
廣
嶋
」
２‐
‐
１５
‐
Ｈ
）　
　
　
　
　
　
竹
野
王
子
御
所

令
廣
嶋
」
２‐
‐
１７
‐
０４
）　
　
　
　
　
　
西
宮
侍
酒
人
麻
呂

３
三
日
末
呂
」
２．
‐
１７
‐
・２
）
　
　
　
　
大
伴
宿
爾

３
綱
末
呂
」
２‐
‐
１９
‐
‐１
）
　
　
　
　
　
少
子

３
□
□
」
２‐
‐
２０
‐
０９
）　
　
　
　
　
　
帳
内
常
食

３
大
嶋
」
２‐
‐
２．
‐
０６
）
　
　
　
　
　
　
馬
司

令
廣
嶋
」
２‐
‐
２３
‐
０７
）
　

　

　

　

　

掃
守
雇
人

令
老
」
２３
１
・０
‐
０９
）
　
　
　
　
　
　
　
部
署
型
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令
黒
万
呂
」
２５
‐
・０
‐
０７
）　
　
　
　
　
若
翁
小
子

令
石
嶋
」
２５
‐
‐３
１
・４
）　
　
　
　
　
　
部
署
型

３
廣
嶋
」
２７
‐
‐４
１
０８
）　
　
　
　
　
　
不
明

３
廣
嶋
」
２７
‐
‐６
‐
・６
）　
　
　
　
　
　
不
明

⑪
受
取
・
受
取
人
　
　
　
　
　
（「米
受
」
２７
１
０７
‐
０２
）　
　
　
　
　
　
内
進

令
受
板
部
／
黒
万
呂
」
２‐
‐
２‐
‐
０３
）
　
御
馬
司

ｔｃナ
不
明
―
支
給
担
当
者
名
あ
り

（習
口武
」
２‐
‐
２２
‐
０３
）　
　
　
　
　
　
司
々
充
仕
丁

３
□
□
」
２‐
‐
２５
‐
０３
）　
　
　
　
　
　
籠
作
衛
士

ω
不
明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「廟
真
穂
」
２．
‐
２６
‐
０７
）　
　
　
　
　
書
法
作
人
・
帳
内

働
月
日
の
修
正
　
　
　
　
　
　
（「七
月
十
」
２５
‐
‐３
‐
０３
）

異
筆
の
宛
て
先
は
全
て
が
司
単
位
な
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
本
主
等
へ
の
進

上
型
も
あ
る
が
、
や
は
り
司
な
ど
部
署
に
編
成
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
点

を
考
慮
す
る
と
、
い
な
ど
受
取
人
と
支
給
担
当
者
が
異
筆
の
も
の
は
、
予
め
請

求
額
を
書
い
た
も
の
に
、
受
取
人
と
支
給
担
当
者
を
後
か
ら
書
き
入
れ
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
⑪
は
支
給
責
任
者
と
支
給
担
当
者
が
後
か
ら
署
名
し
た
こ
と
に

な
る
と
、
請
求
に
対
し
て
支
給
を
承
認
し
た
機
能
を
も
つ
と
い
え
る
。

以
上
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る

「支
給
伝
票
」
に
類
似
す
る
も
の

の
中
に
、
部
署
編
成
さ
れ
た

一
定
人
数
の
構
成
員
の
内
訳

（ま
た
は
歴
名
）
と
、

人
別
の
支
給
量
、
総
支
給
量
を
記
載
し
、
し
か
も
受
取
人
の
記
載
の
な
い
も
の

が
幾
つ
か
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
平
城
宮
出
土
木
簡
に
見
え
る
官
司
が
食
料
を

請
求
す
る
木
簡
か
ら
請
求
文
言
を
省
い
た
も
の
、
ま
た
記
載
内
容
か
ら
す
れ
ば

日
別
の
食
米
集
計
の
必
要
事
項

（構
成
員
の
内
訳
・
人
別
の
支
給
量
・
総
支
給
三じ

と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
、
請
求
者
や

受
取
人
の
日
頭
請
求
に
も
と
づ
い
て
、
支
給
時
に
支
給
担
当
者
が
そ
の
場
で
木

簡
を
記
載
し
た
と
考
え
る
よ
り
は
、
予
め
部
署
か
務
所
な
ど
で
部
署
用
の
書
式

に
基
づ
い
て
支
給
担
当
者
が
作
成
し
、
こ
れ
を
も
と
に
支
給
処
理
し
た
か
、
ま

た
は
逆
に
支
給
後
に
、
日
毎
の
食
口
柔
タ
イ
プ
の
集
計
を
す
る
た
め
に
作
成
し

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
支
給
担
当
者
が
作
成
し
た
可
能
性
も
高
い
が
、
た
と
え
ば

支
出
担
当
者

（帳
内
・
小
子
）
は

一
方
で
各
部
署
に
配
置
さ
れ
、
受
取
人
に
も

な
る
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
特
定
の
部
署
で
は
請
求
の
担
当
者
と
な
っ
た

支
給
担
当
経
験
者
が
予
め
こ
の
書
式
で
請
求
量
を
記
入
し
た
木
簡
を
作
成
し
、

こ
れ
を
受
取
人
が
持
参
し
て
米
請
求
に
行
き
、
そ
の
木
簡
が
支
給
伝
票
と
し
て

も
、
支
給
担
当
者
や
責
任
者
に
利
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
つ
ま
り
使
用
人
へ
の
給
料
の
場
合
、
請
求
側
が
作
成
す
る
方
向
に
次

第
に
変
化
し
て
い
く
可
能
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
米
支
給
関
係
の
木
簡
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
り
、
「米
支
給
伝
票
」
と

一
括
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
「米
支
給
伝
票
」
に
類
似
す
る
書
式
の
木

簡
の
中
に
、
「米
請
求
伝
票
」
も
し
く
は
部
署
毎
の
日
別
食
米
の
集
計
伝
票
に

変
化
し
て
い
く
要
素
が
存
在
し
た
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

４
　
日
毎
支
給
伝
票
に
み
え
る
複
数
の
宛
先
の
関
係
に
つ
い
て

次
に
日
毎
の

「米
支
給
伝
票
」
の
宛
先
を
複
数
書
い
て
い
る
例
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
「米
支
給
伝
票
」
の
宛
先
と
受
取
人
は
、
次
の
三
つ
に
分
類
で

き
る
。



単
数
型
　
　
　
　
宛
先
単
数
　
　
受
取
人
１
人

複
数
型
Ａ
　
　
　
宛
先
複
数
　
　
受
取
人
１
人

複
数
型
Ｂ
　
　
　
各
宛
先
毎
に
別
々
の
受
取
人
―
―
―
―
帳
簿
的
役
割

こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
米
支
給
伝
票
で
同

一
本
簡
に
書
か
れ
た
宛
先

は
、
同

一
部
署
も
し
く
は
同

一
場
所
な
ど
関
連
の
深
い
も
の
が
書
か
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
米
支
給
伝
票
は

『平
城
京
木

簡

一
』
の
解
説
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
宛
先
が

一
つ
で
あ
る
単

数
型
の
も
の
が
多
く
、
ま
た
同

一
木
簡
内
に
被
支
給
者
が
連
記
さ
れ
て
い
て
も
、

受
取
人
が

一
人
で
あ
る
複
数
型
Ａ
で
あ
れ
ば
、
同

一
部
署

・
同

一
場
所
な
ど
、

な
ん
ら
か
の
繁
が
り
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
る
。

し
か
し
被
支
給
者
が
別
で
あ
り
、
受
取
人
も
そ
れ
ぞ
れ
別
人
が
記
載
さ
れ
て

い
る
複
数
型
Ｂ
の
場
合
は
、
同

一
木
簡
に
書
か
れ
た
宛
先
が
、
必
ず
同

一
場
所

を
紺
象
と
し
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
同
日
に
様
々
な
所
か
ら
受
取
に
来

た
た
め
、
同

一
本
簡
に
記
載
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
場
合
木
簡
は
支
給
伝

票
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
と
共
に
同
日
支
給
の
帳
簿
的
な
機
能
が
加
わ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

明
ら
か
に
宛
先
に
関
係
が
認
め
ら
れ
な

い
例
と
し
て
次

の
も

の
が
あ
る
。

〔史
料
１６
〕
複
数
型
Ｂ
で
被
支
給
者

（宛
先
）
に
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
例

い

・
炭
焼
処
打
蒔
分
米

一
升
受
　
　
　
　
ｏ

・
妊

生

酸

蒻

縄

華

破

ユ

跡

鞣

一
升

受

赤

ｏ
　

Ｐ
卜
騨
ミ

占

ｏ
Ｆ

　

２３

‐

０９

‐

０５

②

。
ｏ
下
総
役
人
十
三
人
米
六
升
半
受
倭
文
龍

・
ｏ
麦
粉
米

一
升
半
受
上
々
女

十
二
月
十
七
日

ど狙
Υ

む

？

誤

・
∞
　

Ｐ

岸
　

２３

‐

０９

‐

０７

ま
た
次
の

〔
史
料
１７
〕
の
例
は
、
宛
先
の
関
係
が
あ
る
の
か
否
か
が
、
簡
単

に
は
分
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
本
主
等
へ
の
進
上
米
は
全
く
無
関
係
と
は

言
い
が
た
い
が
、
受
取
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
お
り
、
直
接
同
じ
場
所
へ
充

て
た
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

〔
史
料
１７
〕
複
数
型
Ｂ
の
う
ち
被
支
給
者

（宛
先
）
の
関
係
が
不
明
な
例

ｏ
石
河
夫
人
進
米

一
升
受
池
女

鰯
所
船

ｏ
内
進
米
六
斗
受
久
努
朝
臣

朔
万
呂

家
令誤
｝

懇

・卜

自

牌
　

２．

‐

１４

‐

・３

御
所
進
五
升

受
□
甘
　
　
小
逆

一
升

。
帳
内
司

一
升
半

受
古
末
呂

白
末
呂

一
升

ｏ
内
進
米
□
升
受
国
家
九
月
十
九
日
道
末
呂

Ｐ
ド

・
駕

・
］

常

Ｐ
　

２８

‐

４６

‐

０３

御
所
進
米
□
升

受
文
牛
甘

帳
内
司
二
升
半

受
古
末
呂

九
月
三
日
道
末
呂
　
　
　
　
　
　
　
（中∞Φ）・Ｆ
∞
Ξ
Φ　
別
１
１３
‐
０９

御
所
進
飯
二
升

受
牛
甘

侍
従
六
飯
九
升
受
〔酢
杞
呂
　
ｏ

七
日
老

殴

　

。

〔自
ヵ
〕

６
Φ∞
）
・Ｃ
ｏ
）
・卸　
儲
Ｐ
　
２．
‐

１３
‐

０８



長屋王家の米支給関係木簡

働

・
安
倍
大
刀
自
御
所
米

一
升

神
田
古
　
「道
万
呂
」
ｏ

・
御
所
進
米
五
升

受
物
部
立
人

九
月
十
六
日
　
　
ｏ

］
器

・
解

・
∞

常

ド
　

２．

‐

１５

‐

０１

木
簡
が
完
全
な
形
状
で
な
い
た
め
に
、
受
取
人
が
複
数
い
る
か
不
明
な
例
も

い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば

〔
史
料
１８
〕
③
は
石
川
大
刀
自
が
春
日
官
に
関
係

し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
石
川
大
刀
自
は
邸
宅
内
居
住
が
基
本
と
考

え
れ
ば
、
直
接
的
に
は
無
関
係
の
宛
て
先
と
い
え
る
。

〔
史
料
１８
〕
複
数
型
Ｂ
の
う
ち
受
取
人
が
複
数
い
る
か
不
明
な
例

内
進
米
三
升
受
□
　
西
宮
人
給
米

正
月
十
六
日
□
□
□
□

合
３
）。繋
・］
Ｐ
ｏ
　
２．
‐
１３
‐
０７

（平
城
京
２３３
号
）

内
進
米
三
斗
日
□

御
所
人
給
米

　

（Ｐｏｏ）。（畔∞）あ

寓
Ｐ　
２５
‐
０８
‐
０９

（平
城
京
２３５
号
）

春
日
宮
造
役
人
十
五
人

□
□
□
二
升
　
石
川
大
刀
自
□
　
　
　
（牌∞⇔）歳
あ

ｏむ
　
２５
‐
・２
‐
・５

〔久
ヵ
〕

(4)

員
方
若
翁
進
米

一
升

西
宮
少
子
二
日
米
二
升

竹
野
王
御
□
米

一
升

受
美
都
□

・
御
所
人
給
米
三
升
七
合
エ
タ

ロ
ロ
月
十
八
日
　
□
□
　
。

館
６
・６
）・］
寓
Ｐ
　
２７
‐
０７
‐
・４

０

・
少
子
十
四
日
米
七
升
受
牛
甘
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

・
金
集
大
宅
米

一
升
□
□

一
日
米

一
升

黒
万
呂

ｏ

牌
欝

・毬

・∞

９

拌
　

２７

‐

０９

１

・８

０

・
ｏ
医
師
二
日
米
三
升

受
安
万
呂
　
日
□
　
。

〔粉
ヵ
〕

・
ｏ
□
□
米

一
升
日
日

日
□
十
二
月
十
日
稲
虫

ｏ

Ｐ８
。含
Ｎ）・卜
寓
解
　
２７
‐
・０
１
・６

ま
た
支
給
先
や
受
取
人
を
記
し
た
後
に
そ
の
用
途
を
説
明
し
た
木
簡
の
例
は

な
い
。
た
と
え
ば

〔
史
料
１９
〕
の
例
も
、
受
取
人
の
前
で
宛
て
先
と
物
品
名
が

逆
転
し
て
い
る
だ
け
で
、
通
常
の
書
式
と

一
致
す
る
。

〔
史
料
１９
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
支
給
伝
票

・
ｏ
飯
六
升
　
右
御
所
人
給
　
受
黒
末
呂

・

０
　

対

日

　

末

呂

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｐ
宇

琴

Ｐ

Ｐ

ド
　

２５

‐

・１

‐

・０

な
お

『正
報
告
書
』
で
は
、
〔
史
料
１８
〕
の
い
の
木
簡
を
基
に
、
内
と
西
宮

人
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
し
、
内
を
吉
備
内
親
王
と
し
、
彼
女
の
居
住
先
を

西
宮
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
以
上
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
残
念
な
が
ら
こ

の
木
簡
か
ら
、
居
住
形
態
を
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
推
測
が
証

明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た

〔
史
料
１７
〕
の
ω
か
ら
吉
備
内
親
王

と
石
河
夫
人
が
同

一
空
間
で
あ
る
西
官
に
居
住
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

嗣
則
八
日
廣
嶋
　
。

μ∞］
。（伴Φ）
・ヽ
　　〇畔岸

日

日

２５

‐

・０

‐

０４

０



内
は
内
親
王
の
単
純
な
略
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
複
数
の
宛
て
先
を
も
つ
日
毎
支
給
伝
票
は
、
同
日
に
米
を

受
取
り
に
き
た
様
々
な
宛
先
を
記
入
し
た
日
毎
の
支
給
帳
簿
的
な
機
能
が
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

５
　
一
定
回
数
分
の
支
給
伝
票

次
に
米
の
量
に
注
目
し
て
み
た
い
。
日
毎
に
記
載
さ
れ
た
支
給
伝
票
の
量
は
、

基
本
的
に
は
升
単
位
の
も
の
が
多
く
、　
一
日
の
支
給
量
を
示
す
も
の
が
多
い
。

し
か
し
中
に
は
何
日
分
か
を
ま
と
め
て
支
給
し
た
場
合
の
伝
票
も
書
か
れ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
邸
宅
外
か
ら
の
請
求
木
簡
に
は
月
単
位
や
数
日
分
単
位
の

請
求
が
み
え
た

（〔
史
料
７
〕
〔史
料
８
∪
。
こ
れ
に
対
応
す
る
邸
宅
外
宛
て
の

支
給
伝
票
は
み
え
な
い
が
、
邸
宅
内
に
つ
い
て
は
次
の

〔
史
料
２０
〕
の
例
が
あ

る
。
な
お
こ
れ
に
は
受
取
人
の
記
載
が
な
い
。

〔史
料
２０
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
邸
宅
内
九
日
単
位
の
支
給
例

。
ｏ
馬
司
大
伴
鳥
九
日
分
米

一
斗
三
升

・
ｏ
　

十

一
月
廿
二
日
廣
嶋
　
　
　
　
　
］琴
鶴
馬

自
Φ　
２５
‐
・２
‐
０５

ま
た
個
人
宛
て
で
斗
単
位
の
ま
と
ま
っ
た
支
給
伝
票
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
こ
れ
も
数
日
分
も
し
く
は
月
単
位
の
支
給
伝
票
と
い
え
る
。

〔史
料
２．
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
数
日
分
も
し
く
は
月
単
位
の
支
給
例

ω
　
小
依
女
給
米

一
斗
　
受
大
嶋
十
月
十
九
日
書
吏
　
ｏ

Ｎ
ｇ

・
ド

・ヽ

自

Ｐ
　

２．

‐

１８

‐

０９

②
　
鹿
黒
女
米

一
斗
　
受
□
万
呂

醍

ヵ
〕　
　
　
　
　
ｏ解
　
２８
‐
０６
‐
０４

い
ず
れ
に
し
て
も
、　
一
日
分
の
支
給
で
は
な
く
、
作
業
労
働
日
数
単
位
の
可

能
性
が
あ
る
。　
一
定
日
数
の
請
求
に
対
応
し
た
単
位
の
支
給
伝
票
木
簡
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
は
、
長
屋
王
家
木
簡
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
。

〓
一　
集
計
と
帳
簿
処
理

次
に
請
飯
木
簡

。
米
支
給
伝
票

。
そ
の
他
の
木
簡
を
使
っ
て
、
ど
の
よ
う
に

米
支
給
を
帳
簿
整
理
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
米
支
給
の
帳
簿
整
理

に
つ
い
て
は
次
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

渡
辺
晃
宏
氏
は
食
料
支
給
伝
票
木
簡
を
も
と
に
個
人
毎
の
支
給
帳
簿

（横
材

木
簡
）
が
作
成
さ
れ
、
ま
た

一
方
で
こ
の
伝
票
木
簡
を
も
と
に
日
毎
の
支
給
帳

簿

（紙
の
食
口
莱
）
の
作
成
と
い
う
二
つ
の
流
れ
を
想
定
し
た
。
後
者
に
つ
い

て
は
食
口
案
に
相
当
す
る
帳
簿
木
簡
が
み
え
な
い
と
し
て
食
口
案
は
紙
に
書
か

（
・２
）

れ
た
か
と
想
定
し
た
。

森
公
章
氏
は
米
を
含
め
た
諸
物
資
の
伝
票

・
帳
簿
整
理
の
動
き
を
分
析
し
次

（お
）

の
よ
う
に
想
定
し
た
。

各
支
給
時
の
伝
票
木
簡

日
毎
の
支
出
を
整
理
し
た
木
簡
　
　
（横
材
木
簡
）

宛
先
別
の
支
出
を
整
理
し
た
木
簡

　
（横
材
木
簡
力
）

邸
外
の
各
部
署
や
荷
札
木
簡
に
よ
る
進
上
物
の
把
握
の
た
め
の
集
計

様
の
木
簡

D C B A



長屋王家の米支給関係木簡

Ｅ
　
邸
外
の
各
部
署
別
、
国
別
の
貢
進
物
の
進
上
を
集
計
し
た
本
簡

（横
材
木
簡
ま
た
は
通
常
の
形
）

こ
こ
で
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
く
つ
か
言
及
し
て
お

き
た
い
。
ま
ず

「米
支
給
伝
票
」
と
類
似
す
る
書
式
の
中
に
、
日
毎
の
米
返
却

や
不
食
米
に
関
す
る
伝
票
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
史
料
２２
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
日
毎
の
返
却
米
伝
票
木
簡

〔女
ヵ
〕

。
自
内
飯
二
升

受
若
□

ｏ

。
　

十

一
月

九

日

大

父

ｏ
　

　

　

　

　

　

Ｐ
甲

手

∞

解

牌
　

２５

‐

０８

‐

・１

こ
の

「自
内
」
は

「内
進
」
と
対
応
す
る
も
の
で
、
「内
」
か
ら
返
却
さ
れ

た
飯
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
。

〔
史
料
２３
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
日
毎
の
不
食
米
伝
票
木
簡

・
ｏ
不
食
分
米

一
升

受〔
日
ヵ
〕

・
ｏ
　
　
　
二
月
廿
二
□
　
　
　
　
　
　
（Ｐ∞∞）
〕

馬

ｏ‘
　
２７
‐

・４
１

０１

こ
の
不
食
米

の
伝
票
は

「受
」

の
記
載
が
あ
り
、
不
食
米
と
し
て
支
給
し
た

も

の
か
、
不
食
米
と
し
て
返
却
さ
れ
た
も

の
か
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
食
米

・
不
食
米
の
伝
票
を
基
に
し
て
ど
の
よ
う
に
集
計
さ
れ
帳
簿
が
作

成
さ
れ
た
か
を
二
条
大
路
木
簡
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。
二
条
大
路
木

簡
に
は
、
日
毎
の
個
別
支
給
伝
票
の
他
に
、
日
毎
の
食
米
集
計
帳
簿
を
長
大
な

木
簡
に
記
載
し
た
も
の
が
存
在
す
る
。
ま
た
日
毎
の
不
食
米
の
帳
簿
木
簡
も
同

じ
く
作
成
さ
れ
て
い
た
。

〔史
料
２４
〕
二
条
大
路
木
簡
の
食
米
の
帳
簿
の
例

日
□
六
升
　
　
　
　
　
阿
刀
酒
主

一
升

・
「十飯一卿糾勁　陥臥圧田
一升
「飯」幡帥雄豪結
「合飯「η良」
Ｈ

日
日
―十
日
□

一
升
　
日
日
―十
日
国

一
升
半
　
　
　
日
旧
―十
日
国

＝
伊
良
女
十
日
一
斗
　
馬
司
等
四
升
半

「倭
倭
」
　

山
女

一
升
　
＝

尾
張
女
二
升
　
　
　
秦
子
君
七
合
　
大
倭

「倭
」
□
□
□

一
升

Ｈ

劉

　

　

　

壊

錮

人
一

一

升

升

「

が

判

」

Ｈ

河
内
古

一
升
　
「大
大
」

葛
木
乙
万
呂

一
升
夕
　
秦
浄
足

一
升
夕

「酒
刀
自
」

＝

「
酒
酒
」
　

苅
田

一
升
　
□

仕
□

回
□
□
大
原
古

一
升
　
史
生
□
□
二
升
半
　
エハ
人
部

一
升

・
日
田
日
□
升
　
　
　
　
口
□

一
升
　
　
星
川
他
口
二
升
　
Ｈ

日
日
日
□
　
　
　
　
　
口
□
升
　
エハ
人
部
□
人

阿
刀
酒
主
七
合
　
　
籠
作

一
升
半
　
　
　
　
日
日
日
□

＝
物
部
牛
養
七
合
　
　
政
所
出

一
升
受
秦
子
君

日
日
旧
国

日
‐―
□
師
二
升
半
　
　
　
　
　
　
口
□

一
升

日
日
日
□

酷
配
合
Ⅷ
難

忍腱
眸

瓢
郡
国
型

（他
に
両
面
に
天
地
逆
の
習
書
あ
り
）
（∞伽じ
・（∞ｅ
ふ

ｏ曽
　
２４
‐
・５
‐
０２

〔
史
料
２５
〕
二
条
大
路
木
簡
の
不
食
米
の
帳
簿
の
例

土
師
石
前
八
合

・
十

一
日
不
食
米

一
斗

一
升
六
合

吐
獅
鵬
射
臥
塔
合
Ｈ

尋
津
福
万
呂
入
合



阿
刀
真
公
八
合
　
日
下
部
海
子
入
合
　
　
阿
刀
飯
主
六
合

―
家
令

一
升
四
合
　
　
豊
国
廣
虫
八
合
　
　
軌
劇
刺
離
枇
齢
　
。

―

忍
坂
乙
万
呂
人
合

九
部
武
蔵

一
升
　
　
Ｌ

赤
染
秋
足
人
□

　

佐
味
梶
取
六
合

〔
本
口〕

天
平
八
年
二
月
十

一
日
Ｈ

「真
公
」
　

　

ｏ

＝
苅
田
孔
足

常

Ｐ
　

２４

１

・５

‐

０１

∞
ら
い
・
∞
∞
・
６

ま
た
日
毎
に
間
米
を
記
録
し
た
木
簡
や
そ
の
内
訳
を
記
載
し
た
木
簡
も
あ
る
。

〔
史
料
２６
〕
二
条
大
路
木
簡
の
間
米
の
ケ

但

・
十
六
日
間
米
四
半
二
升

．購
拙勁槌
継
一人料
陸畑

ぐ
『
）
。（時ヽ
）
・中

儲
μ
　

２４
１

・７
‐

０１

②

・
二
日
間
米
七
斗
五
升

含
鶴
）・Ｃ
∞）・∞
寓
μ
　
２９
‐

・９
１
・６

・　

　

　

　

　

口
□

へ
口
日
日
□
□
五
合

凸

□

（
久
万
畑
一′ヽ 一枡

　
「
□
□
」

①

・
五
日
間
食
米
合

一
斗
九
升
五
合
へ
日
□
九
回
　
□
叫
合

へ
多
里
万
呂

一
升
ｍ

。
　
　
　
　
　
　
　
天
平
九
年
正
月
五
日
掃
守
乙
万
呂
自

岸
　

３．

‐

３９

‐

０７

］
∞
〇
・
伽
∞
・
∞

一
方
長
屋
王
木
簡
で
は
日
毎
の
個
人
支
給
の
帳
簿
整
理
は
横
材
が
使
わ
れ
た

し
か
し
こ
の
他
に
次
の
様
な
食
米
の
集
計
に
関
す
る
用
語
が

と
さ
れ
て
い
る
。
―

み
え
る
木
簡
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
ヤ

〔
史
料
２７
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
食
米
の
タ

ω
　
食
米

一
斗
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ盟
　
２８
‐
３３
‐
３５

②
　
□
食
米
八
斗
六
升
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔解
　
２８
１
３３
‐
３６

①
　
食
米
二
斜
四
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ解
　
２８
１
３３
１
３７

い
　
食
分
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ潔
　
２８
‐
３３
‐
３９

こ
の

「食
米
」
の
用
語
関
係
の
も
の
は
す
べ
て
削
婿
で
あ
り
、
本
来
の
木
簡
の

形
式
や
記
載
内
容
の
全
体
像
は
不
明
で
あ
る
。
二
条
大
路
木
簡
の
よ
う
な
長
大

な
木
簡
に
よ
っ
て
日
毎
の
食
米
の
集
計
が
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ

し
斗
単
位
の
も
の
は
日
毎
、
石
単
位
の
も
の
は
月
毎
な
ど
の
食
米
の
集
計
を
す

る
上
で
記
載
さ
れ
た
可
能
性
を
予
想
さ
せ
る
。

ま
た
月
単
位
の
決
算
関
係
の
帳
簿
を
作
成
す
る
上
で
も
、
横
材
以
外
の
通
常

の
木
簡
で
集
計
処
理
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
で
き
る
。
次
の

〔
史
料
２８
〕
は
間

用
米
の
例
で
あ
る
。
「御
飯
米
間
用
米
三
石
六
升
」
は

一
日
料
と
し
て
は
多
く
、

お
そ
ら
く
月
毎
の
集
計
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
史
料
２８
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
横
材
以
外
の
米
支
給
集
計
の
木
簡
の
例

．
低
期
糊
躙
用
米
三
石
六
升
　
　
　
　
　
　
　
。

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□

（削
り
残
り
）
ｏ

Ｐ越
・器
・∞
自
μ
　
２７
‐
・４
１
０６

な
お
間
米
に
つ
い
て
は

〔史
料
２９
〕
の
日
毎
の
支
給
伝
票
が
存
在
し
て
い
る
。

〔
史
料
２９
〕
長
屋
王
家
木
筒
の
間
米

・
間
飯
の
支
給
伝
票
木
簡
の
例



長屋王家の米支給関係木簡

０
　
間
進
米
二
斗
受
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（岸ｏ∞）・琴
Ｐ
寓
〕

２５
‐
・５
，
・５

次
に
食
口
案
な
ど
の
帳
簿
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
正
倉
院
文
書

に
は
多
数
の
食
口
条
が
現
存
し
、
日
毎
と
月
毎
の
二
種
類
に
大
別
で
き
る
。
ま

た
正
倉
院
に
も

「食
回
」
関
係
木
簡
を
転
用
し
た
往
来
軸
残
欠
が
現
存
す
る
。

そ
し
て
平
城
宮
や
西
隆
寺
か
ら
も

「食
日
」
関
係
の
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。

〔
史
料
３０
〕
食
口
関
係
木
簡

ω
平
城
宮
出
土
木
簡

（『平
城
宮
木
簡
二
し

。
縫
殿
食
口
　
　
　
　
□
　
　
　
　
□
　
□
□
合
六
十
五
人

。
□
□
□
□
　
酬
酬
剛
事
　
　
十

一
月
〔酔
咄
宗
我
部
浄
虫
〔骰
ヵ
〕

謡
『・６
）・『
寓
騨　
二
五
九
八
号
木
簡

ω
西
隆
寺
出
土
木
簡

（『西
隆
寺
発
掘
調
査
報
二塁
屋
　
一
九
七
六
年
）

〔
凸重
ヵ
Ж
半
ヵ
〕

ｔｃｌ
正
倉
院
伝
世
木
簡

令
正
倉
院
宝
物
四
』
中
倉
Ｉ

毎
日
新
聞
社
　
一
九
九
四
年
）

食
口
合
六
人
　
師
陛
醐
ｙ
一原
□
□
□
　
　
　
中
倉
２２
・
往
来
残
欠
第
Ｈ
号

し
か
し
長
屋
王
家
か
ら
は

「食
口
」
と
明
記
し
た
木
簡
は
出
土
し
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
渡
辺
氏
は
食
口
帳
簿
は
紙
に
記
載
さ
れ
た
か
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
決
算
関
係
の
用
語
の
み
え
る
も
の
と
し
て
次
の
例
が
あ
る
。

〔史
料
３．
〕
長
屋
王
家
木
簡
の
用
米

・
遺
の
例

ω

・
用
米
五
石
一
斗
九
升
半

・
六
含

一一夕

幸
聖
砕
卸

②
　
□
用
米
二
斗
六
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ旨
　
２８
‐
３４
１
・５

①
　
迪堡
一一石
人
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ】

２８
‐
３４
１
３３

二
条
大
路
木
簡
に
も

〔史
料
３２
〕
の
よ
う
に
類
似
の
木
簡
が
存
在
す
る
。

〔
史
料
３２
〕
二
条
大
路
木
簡
の
用
米

・
遺

。
残
の
例

⑪
　
合
用
米
汁
五
石
人
斗
六
升
四
合
　
合
当合
８
）六
８
）・∞　
常
Φ
　
２９
‐
２２
‐
０１

０

。
二
石
工
半
八
升
　
新
用
七
升
　
迫退
九
斗
工
升

μ篤
・含
Ｏ
・∞　
自
Ｐ
　
２９
‐

２２
‐

０２

・
合
三
石
四
斗
　
　
□

〔出
ヵ
〕

飯

〓
一石
〓
一斗
餌
〓
覇

一
斗

　
　
　
　
　
（∞∞
）
。（騨〇▼
］

常
解
　
２９
‐

２２
‐

０３

・
六
月
廿
八
喉
醜
紀
米

一
石
二
斗

一
升
残
飯
三
石
二
斗

●

合
いｏ）
。Ｇ
）
・ヽ

需
解
　
３．
‐

１６
‐

０６

政
人
間
飯
二
升

五
日
　
末
呂

政
人
飯
三
升

受
友
背
　
。

ｏ

間

一
升
　
□

ｏ

十
月
日
――
□

舎
人
工
二
人
半

工
所
食
口
全

欠

菫
謙

ヵ
〕

宿
奈
万
呂

右
件
□
□
食
口
進
下
如
レ件
附
□
〔鴎
剛
□
□

□
月
十
二
日
□
□
趙
『
・ふ
。伽
息
Φ
　
一
号
木
簡

Ｐ
『
卜
・Ｎ
卜
・∞
　
　
Ｏ
Ｐ
μ

含
ｏｏ）
。（坤∞）
・］

寓
中
　
２７
１

０９
１

ｍ

自
進
□
□
□

回
□

へ
斐
太
正
三
人
　
豊
岡
田
□ 21

|

18

|

12

(4)

含
∞
Ｆ）
・含
卜
）
・牌　
寓
Ｐ
　
２７
‐

・４
１

０７



こ
れ
ら
を
、
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
天
平
十
二
年

の
写
経
司
の
月
食
帳
と
比
較

し
て
み
た

い
。

〔
史
料

３３
〕
「受
月
食
案
文
」
写
経
司
月
食
帳
案

（続
々
修
十
七
上

一、
『大
日
本

古
文
書
』
七
―
二
七
八
）

写
経
司
解
　
申
用
残
米
事

惣
受
米
八
石
六
斗
二
升
八
合
　
欠
米
四
斗
九
升
一ハ合

定
米
入
石

一
斗
三
升
二
合

用
五
石
九
斗
九
升
人
合

残
二
石

一
斗
三
升
四
合

見
食

口
三
百
七
十
九
人
　
装
演
七
十
人

校
生
百
九
人

舎
人
五
十
六
人
　
女
竪
十
三
人
　
火
頭
百
人
　
婢
片
人

不
食

口
百
七
十
四
人
　
装
演
五
十
人

校
生
七
十
一
人

舎
人
対
四
人
　
火
頭
十
九
人

天
平
十
二
年
二
月
四
日
高
屋

「赤
麻
呂
」

こ
の
月
食
帳
は
皇
后
宮
職
の
部
署
の
一
つ
で
あ
る
写
経
司
が
、
家
政
機
関
に

対
し
て
、
前
月
分
の
食
米
の
決
算
報
告
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
帳
簿
上
支

給
さ
れ
た
米

（予
算
の
米
）
で
あ
る

「惣
受
米
」
に
対
し
て
、
実
際
に
計
量
さ

れ
た
受
米
で
あ
る

「定
米
」
、
実
際
に
使
用
し
た

「用
米
」
、
定
米
か
ら
用
米
を

引
い
た
残
高
で
あ
る

「残
米
」
の
他
に
、
「見
食
口
」
と

「
不
食
日
」
の
総
単

数
と
内
訳
を
記
し
て
い
る
。
〔
史
料
３．
〕
の
側
は
数
量
か
ら
月
単
位
、
②
は
日

単
位
の
用
米
の
集
計
と
考
え
ら
れ
、
長
屋
王
家
で
も
木
簡
を
使
っ
て
日
単
位

・

月
単
位
の
集
計
を
し
て
帳
簿
作
成
に
利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
帳
簿
と
の
関
係
で
再
度
注
目
し
た
い
の
が
、
前
掲

〔史
料
７
〕
い
の
月

単
位
の
食
料
米
と
塩
の
支
給
申
請
文
書
木
簡
の
存
在
で
あ
る
。
「□
作
処
」
に

遣
し
た
帳
内
三
日
の
二
月
分
の
米

一
石
九
斗
五
升
と
塩

一
斗
を
二
月

一
日
付
け

で
予
算
計
上
し
た
も
の
と
い
え
る
。
邸
宅
外
部
署
か
ら
の
月
単
位
の
予
算
請
求

文
書
木
簡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
れ
が

〔
史
料
３３
〕
の
月
食
帳
の

一
部

で
月
単
位
の
米
と
塩
な
ど
の
予
算
請
求
文
書
で
あ
る

〔
史
料
３４
〕
と
類
似
し
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

〔
史
料
３４
〕
「受
月
食
案
文
」
写
経
司
月
食
帳
案
　

（続
々
修
十
七
∠

一、
『大

日
本
古
文
書
』
七
十
二
七
六
）

写
経
司
解
　
圭雪

一月
食
料
事

合
十
七
朧
鰤
汗以
　
欲
燿
二一以
　
姓離
三以
　
婢
一人

受
米
九
石
八
斗
六
升
四
石
　
「不
」
塩
二
斗

一
升
七
合
五
夕

醤
二
斗
八
升
九
合

充
一耳
　
　
　
酢

一
斗
四
升
五
合
充
如
数

末
醤

一
斗
四
升
五
合

充
一
斗天
平
十
二
年
二
月
四
日

〔
史
料
７
〕
の
よ
う
な
木
簡
は
、
前
掲

〔
史
料
６
〕
の
矢
口
司
移
に
み
え
る
下

番
の
月
分
の
米
請
求
文
書
と
と
も
に
、
も
し
部
署
単
位
の
月
食
帳
な
ど
を
作
っ

て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
帳
簿
作
成
の
基
礎
資
料
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
前
掲

〔
史
料
１４
〕
の
中
で
、
部
署
の
日
毎
の
額
を
記
し
た
も
の
や
そ
の
分

配
の
内
訳
を
記
し
た
も
の
が
、
内
容
的
に
は
日
毎
の
食
口
案
に
記
載
さ
れ
る
も

の
と
類
似
す
る
点
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
木
簡
を
月
毎
に
集
計
し
て
支
給



長屋王家の米支給関係木簡

額
を
整
理
し
、
そ
の
用
米
と
残
米
を
木
簡
で
計
算
し
、
こ
れ
を
も
と
に
紙
の
帳

簿
化
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
上
長
屋
王
家
木
簡
の
米
支
給
関
係
木
簡
を
請
求
と
支
給
の
関
係
や
集
計
の

問
題
を
念
頭
に
再
検
討
し
た
。
最
後
に
指
摘
し
た
点
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き

た
い
。

邸
宅
外
家
政
機
関
や
部
署
か
ら
は
月
単
位

。
一
定
日
数
単
位
の
予
算
請
求
を

含
む
請
飯
文
書
木
簡
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
邸
宅
内
の
務
所
で
支
給
伝

票
が
作
成
さ
れ
た
。　
一
方
邸
宅
内
は
文
書
木
簡
に
よ
る
請
求
も
あ
る
が
、
多
く

は
口
頭
請
求
に
よ
っ
て
支
給
者
側
が
作
成
し
た
米
支
給
伝
票
で
出
納
処
理
を
し

て
い
た
。
こ
の
た
め
所
謂

「米
支
給
伝
票
」
が
請
求
伝
票
と
領
収
伝
票
と
支
給

伝
票
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
た
。
た
だ
し
司
や
所
な
ど
や
小
子

・
仕
丁

な
ど
に
編
成
さ
れ
て
い
た
部
署
に
よ
っ
て
は

一
定
人
数
の
構
成
貝
の
内
訳

（ま

た
は
歴
名
）
と
、
人
別
の
支
給
量
、
総
支
給
量
を
記
載
し
、
し
か
も
受
取
人
の

記
載
の
な
い
木
簡
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
請
飯
木
簡
か
ら
請
求
文
言
を
省
い
た

も
の
や
、
食
口
案
の
必
要
事
項

（構
成
員
の
内
訳
。
人
別
の
支
給
量
・
総
支
給
量
）

と
類
似
し
て
い
た
。
こ
の
タ
イ
プ
の
も
の
は
、
請
求
者
や
受
取
人
の
口
頭
請
求

に
も
と
づ
い
て
、
支
給
時
に
支
給
担
当
者
が
そ
の
場
で
木
簡
を
記
載
し
た
と
考

え
る
よ
り
は
、
側
予
め
部
署
か
務
所
な
ど
で
部
署
用
の
書
式
に
基
づ
い
て
支
給

担
当
者
が
作
成
し
、
こ
れ
を
も
と
に
支
給
処
理
し
た
可
能
性
か
、
逆
に
②
支
給

後
に
、
日
毎
の
食
口
案
タ
イ
プ
の
集
計
を
す
る
た
め
に
作
成
し
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
支
出
担
当
者
や
責
任
者
が
異
筆
で
あ
る
例
や
、
受
取
人
名
が

異
筆
で
あ
る
場
合
な
ど
は
、
本
来
請
求
機
能
を
も
っ
た
木
簡
で
あ
っ
た
も
の
が
、

実
質
的
に
支
給
承
認
伝
票
と
な
り
、
受
取
伝
票
の
機
能
を
も
っ
た
可
能
性
を
考

え
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
米
支
給
関
係
の
木
簡
に
は
多
様
な
形
態
が
あ
り
、
「米

支
給
伝
票
」
と

一
括
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
「米
支
給
伝
票
」
に
類
似

す
る
書
式
の
木
簡
の
中
に
、
「米
請
求
伝
票
」
も
し
く
は
部
署
毎
の
日
別
食
口

案
的
な
要
素
を
も
つ
集
計
帳
簿
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
る
必
要
を
指

摘
し
た
。
ま
た
米
の
返
却
に
関
す
る
内
容
を
も
つ

「米
返
却
伝
票
」
や
、
不
食

米
に
関
す
る
内
容
を
も
つ
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
支
給
関
係
の
木
簡

の
作
成
者
が
、
支
給
担
当
者
や
責
任
者
の
立
場
に
よ
る
記
載
だ
け
で
な
く
、
請

求
側
の
立
場
と
し
て
記
載
し
た
場
合
も
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
作
成
の
場
も
米
倉
前
で
支
給
時
に
作
成
し
た
場
合
だ
け
、
も
し
く

は
務
所
で
作
成
し
た
場
合
だ
け
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
や
さ
ら
に

各
部
署
で
予
め
作
成
し
た
場
合
も
含
め
て
、
多
様
な
可
能
性
を
想
定
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
を
使
っ
て
幾
つ
か
の
集
計
処
理
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宛
先
別

の
帳
簿
作
成
に
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
横
材
木
簡
に
よ
る
集
計
処
理

が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「米
支
給
伝
票
」
の
中
で
、
宛
先

と
受
取
人
の
セ
ッ
ト
が
複
数
書
か
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、
日
別
の
支
給
集
計
の



機
能
を
も

っ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
支
給
の
量
と
し
て
は
ω

一
日
量
を

記
載
し
た
も
の
と
②

一
定
の
日
数
量
を
記
載
し
た
も
の

（月
単
位
も
あ
る
か
）
が

あ
っ
た
が
、
②
は
宛
先

（個
人
）
別
の

一
定
日
数
集
計
の
機
能
を
も

っ
て
い
た
。

ま
た
部
署
別
の
も
の
の
中
に
は
日
別
の
食
米
集
計
帳
簿
に
必
要
な
内
容
が
含
ま

れ
て
い
た
。
食
米

。
間
用
米

・
遺
な
ど
の
集
計
用
語
の
み
え
る
削
居
の
存
在
か

ら
、
日
毎
や
月
毎
の
集
計
に
木
簡
が
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お

今
回
は
詳
し
く
触
れ
な
か
っ
た
が
、
削
婿
に
千

・
百
斜
単
位
の
木
簡
が
幾
つ
か

み
え
る
。
年
次
決
算
処
理
帳
簿
の
下
書
き
利
用
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
邸
宅
外

の
月
単
位
の
予
算
請
求
木
簡
な
ど
は
月
食
帳
帳
簿
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え

た
。
そ
し
て
帳
簿
作
成
の
メ
モ
と
し
て
横
材
以
外
の
木
簡
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
米
支
給
や
集
計
に
関
す
る
処
理
の
あ
り
方
を
、
二
条
大
路
木
簡
と

比
べ
る
と
、
二
条
大
路
木
簡
で
は
、
明
確
な
形
で
請
米

・
請
常
食
文
書
木
簡
が

存
在
し
、
か
つ
支
給
伝
票
も
別
に
存
在
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
も
と
に
日
毎
の

食
米

・
不
食
米

・
間
米
毎
の
集
計
帳
簿
を
作
成
し
、
ま
た
用
米

・
遺

（残
）
な

ど
か
ら
月
毎
な
ど
の
帳
簿
作
成
に
利
用
す
る
な
ど
、
部
署
に
よ
る
文
書
主
義
の

発
達
と
伝
票
の
分
化
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
、
長
屋
王
家
に
お
い
て
は
、
邸
宅
外
家
政
機
関
や
部
署
と

邸
宅
内
務
所
と
の
間
で
は
、
木
簡
に
よ
る
請
求
と
支
給
の
分
化
が
存
在
し
て
い

る
が
、
邸
宅
内
部
で
は
本
主
ク
ラ
ス
な
ど
の
米
の
場
合
、
ま
だ
口
頭
処
理
に
基

づ
き

一
つ
の
木
簡
で
請
求

・
支
給
の
機
能
を
も
た
せ
て
い
る
場
合
が
多
く
あ
り
、

文
書
シ
ス
テ
ム
の
機
能
分
化
が
十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
狭
い
邸
宅
内
で
顔
見
知
り
の
人
々
に
よ
る
家
政
の
あ
り
か
た
を
反

映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
司

・
所
な
ど
部
署
に
編
成
さ
れ
た
所
か

ら
、
次
第
に
請
求
伝
票

。
支
給
伝
票
の
分
化
が
出
始
め
て
お
り
、
部
署
ご
と
に

若
干
の
文
書
主
義
的
事
務
処
理
が
発
達
し
つ
つ
あ
る
過
渡
期
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
今
回
は
米
の
消
費
支
出
部
分
に
関
す
る
処
理
に
つ
い
て
検
討
し

た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
米
の
収
入
に
関
す
る
整
理
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま

た

「家
」
木
簡
の
中
に
お
け
る
米
以
外
の
そ
の
他
の
物
品
の
伝
票

・
帳
簿
の
検

討
も
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
氷
関
係
と
し
て
氷
進
上
期
間
内
の
、
進
国
の
氷

進

・
氷
駄
銭
支
給
の
記
録
を
書
き
綴
る
帳
簿
機
能
を
も

っ
た
伝
票
、
銭
帳
簿
整

理
用
の
伝
票
、
店
物
伝
票
、
塩
支
給
伝
票
と
塩
帳
簿
、
繊
維
製
品
帳
簿
な
ど
の

た
め
の
集
計
や
伝
票
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　

‐

註
（
１
）

渡
辺
晃
宏

「長
屋
王
家
木
簡
と
二
つ
の
家
政
機
関
」
３
奈
良
古
代
史
論
集
』
二
、

一
九
九

一
年
）。
渡
辺
説
は
断
ら
な
い
か
ぎ
り
以
下
こ
れ
に
よ
る
。

（２
）

寺
崎
保
広

「木
簡
論
の
展
望
」
Ｓ
新
版
古
代
の
日
本
』
第
十
巻
、
角
川
書
店
、

一
九
九
三
年
）。

（
３
）

鶴
見
泰
寿

「長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
宮
務
所
」
令
考
古
学
論
孜
』

一
九
、　
一
九

九
五
年
）
。

（４
）

以
下
の
木
簡
に
付
し
た
番
号
は
基
本
的
に
は

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概

報
』
の
号
数
十
頁
＋
頁
内
の
順
番
。
こ
れ
で
木
簡
を
特
定
し
た
い
。

（５
）

石
上
英

一
「歴
史
情
報
伝
達
行
動
論
」
Ｇ
日
本
古
代
史
料
学
』
東
京
大
学
出
版

会
、　
一
九
九
七
年
、
初
出
は

一
九
九
五
年
）。



長屋王家の米支給関係木簡

（
６
）

杉
本

一
樹

「古
代
文
書
と
古
代
学
」
３
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
上
巻
、
吉
川

弘
文
館
、　
一
九
九
八
年
）
。

（
７
）

＞」
の
他
に
、
３．
‐
１５
‐
・４
、
３‐
‐
１５
‐
・５
が
あ
る
。

（
８
）

向
日
市
教
育
委
員
会

『長
岡
京
木
簡

一
』

一
九
人
四
年
の
解
説
参
照
。
な
お
今

泉
隆
雄

「文
書
木
簡
は
い
つ
廃
棄
さ
れ
る
か
」
令
木
簡
研
究
』

一
六
、　
一
九
九
四

年
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
延
暦
八
年
八
月
か
ら
九
年
六
月
の
十

一
カ
月

分
で
あ
り
、
ａ
類
か
ら
ｂ
類
に
書
式
が
変
化
し
た
と
さ
れ
た
。
変
化
の
理
由
は
ａ

類
の
時
期
は
支
給
対
象
者
が
考
所
と
書
生
の
複
数
で
区
別
す
る
必
要
が
あ
り
、
か

つ
執
筆
者
が
複
数
で
あ
っ
た
た
め
で
、
ｂ
類
の
時
期
に
は
支
給
対
象
が
単

一
で
執

筆
者
が
二
人
あ
る
い
は

一
人
に
な
っ
た
た
め
に
省
略
で
き
た
と
し
て
い
る
。

（
９
）

長
屋
王
家
の
二
つ
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
は
、
『正
報
告
書
』
の
名
称
を
使
用

し
、
工
系
統
家
政
機
関
と
は
二
品
相
当
の
家
政
機
関
を
い
う
。

（
１０
）

藤
井
茂
利

「漢
文
の
自
国
語
化
表
現
法
の
諸
問
題
」
令
古
代
日
本
語
の
表
記
法

研
究
』
近
代
文
芸
社
、　
一
九
九
六
年
）
参
照
。
な
お
、
こ
の

「在
」
に
つ
い
て
は

東
野
治
之
氏

・
瀬
間
工
之
氏
よ
り
多
く
の
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し

た
い
。

（
１１
）

な
お
、
日
頭
発
表
の
時
に
言
及
し
た
帳
簿
用
語
と
し
て
の

「受
」
を
ウ
ケ

・
ウ

ク
と
読
む
か
サ
ズ
ケ
ル

・
サ
ズ
ク
と
読
む
か
に
つ
い
て
の
問
題
は
保
留
し
て
他
日

を
期
し
た
い
。
帳
簿
用
語
と
し
て

「受
」
を
サ
ズ
ケ
ル
と
読
む
場
合
も
存
在
し
た

と
思
う
が
、
常
に
そ
の
読
み
が
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
犬

飼
隆
氏
が

「文
字
言
語
と
し
て
み
た
古
事
記
と
木
簡
」
３
古
事
記
の
世
界
』
上
、

高
科
書
店
、　
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
、
天
平
十
七
年
写
経
所
解

（「以
受
筆
墨

写
経
井
更
請
帳

（正
集
十
三
①
裏
、
一
一―
四
五
六
―
四
五
七
と
）
の

「十
日
受
筆
四
箇
菫

百
汁
文
墨
四
廷

忍
坂
成
麿
　
王
廣
麿
　
古
乎
万
呂
　
既
母
白
万
呂
」

を
、
「筆
と
墨
を
受
け
取
っ
た
の
は
四
人
の
写
経
生
で
あ
る
が
、
官
が
主
体
と
す

れ
ば
与
え
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
サ
ズ
ク
と
読
む
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

同
じ
史
料
の
前
半
部
分
に
次
の
よ
う
な
請
求
文
書
を

一
部
省
略
し
た
記
述
例
が
あ

る
点
に
注
目
し
た
い
。

天
平
十
七
年
六
月
十

一
日

請
筆
二
箇
直
箇
別
エハ十
文
墨

一
廷

山
辺
千
足
　
充
筆

一
墨
半
廷

（略
）

建
マ
廣
足
　
充
筆

一
墨
半
廷

（略
）

右
、依
　
令
旨
可
写
疏
如
前
、
長
官
宮
宣
、
人
成

（中
略
）

十
八
日
受
筆
五
箇
　
直
銭
三
百
文
箇
型
ハ十
文
墨
五
廷

充
安
曇
廣
万
呂
筆

一
直
塞
ハ十
文
墨

一
廷

（四
人
分
略
）

右
筆
墨
者
、
写
宮
常
疏
料
、
且
所
請
如
前
、
以
解

天
平
十
七
年
七
月
十
八
日
辛
国
人
成

犬
飼
氏
の
提
示
さ
れ
た
用
例
も
、
本
来
請
求
文
書
で
あ
っ
た
も
の
を
省
略
し
な
が

ら
帳
簿
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
請
求
し
た
筆
の
直
銭
と
墨
を
受
け
取
っ
た
こ
と

を
示
し
た
も
の
で
、
「受
筆
」
は

璽
雨
筆
」
と
同
様
の
用
例
で
あ
る
。
官
が
主
体

で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
サ
ズ
ケ
ル
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
史
料

で
は
支
給
す
る

。
与
え
る
と
い
う
意
味
の
動
詞
は

「充
」
と
し
て

「充
筆
」
と
い

う
言
葉
で
書
き
分
け
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
大
平
聡

「正
倉
院
文
書
に
見
え
る

『奉
請
ヒ

（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
二
六
、　
一
九
九
〇
年
）
の

「請
」
の
両
義
性
と

と
も
に
事
例
に
合
わ
せ
て
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
日
を
期
し
た
い
。

（
・２
）

な
お
福
原
栄
太
郎

「長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
木
上
に
つ
い
て
」
３
日
本
歴

史
』
五
六
二
、　
一
九
九
五
年
）
は
２７
‐
・６
‐
０２
の
横
材
木
簡
は
、
例
え
ば
２７
‐
０６

‐
０２
な
ど
の
大
御
飯
米
三
斗
単
位
の
木
上
司
進
上
木
簡
を
整
理
し
た
も
の
と
す
る
。

（
・３
）

森
　
公
章

「長
屋
王
家
木
簡
三
題
」
３
木
簡
研
究
』

一
人
、　
一
九
九
六
年
）

（
・４
）

正
倉
院
文
書
の
食
口
案
に
つ
い
て
は
西
洋
子

「食
口
案
の
復
原
ω
閉
」
翁
正
倉

院
文
書
研
究
』
四

・
五
、　
一
九
九
六

。
九
七
年
）
参
照
。
ま
た
正
倉
院
の
食
口
関

係
の
木
簡
に
つ
い
て
は
杉
本

一
樹
氏
よ
り
多
く
の
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意



を
表
し
た
い
。
平
城
宮

・
西
隆
寺
の
食
口
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
東
野
治
之

「正

倉
院
伝
世
木
簡
の
筆
者
」
令
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、　
一
九
七
七

年
、
初
出

一
九
七
六
年
）
参
照
。
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